
 

議 案 第 ４ ３ 号  

 

 

 

令 和 ８ 年 度 学 校 教 職 員 管 理 職 人 事 に つ

い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 学 校 管 理 課 ）  

 

（非公開）



 

議案第４４号  

 

 

 

第四次川越市教育振興基本計画の策定

について  

 

 

 

 

 

 

（教育総務課）  
 
 
 



 

 

 

「 第四次川越市教育振興基本計画（ 原案）」 に対する 意見募集
の結果について  

 

 

１ ． 意見公募の概要 

⑴ 募集期間 令和７ 年 11 月 27 日（ 木） ～令和７ 年 12 月 26 日（ 金） の 30 日間 

⑵ 募集対象 

  ① 市内に住所を 有する 方 

  ② 市内の事業所等に勤務する 方 

③ 市内の学校に在学する 方 

④ その他こ の案に関し 、 利害関係を 有する 方 

⑶ 閲覧場所  

①  川越市教育委員会教育総務課（ 東庁舎２ 階）、 各市民セン タ ー、 川越駅西口 

  連絡所、 各公民館、 各図書館 

② 市ホ ーム ページ 

⑷ 意見提出方法 

  ① 直接持参 

  ② 郵送 

  ③ フ ァ ク ス  

  ④ 市ホ ーム ページから の電子申請 

 

２ ． 結果概要 

⑴ 意見提出者   ２ 名 

 ⑵ 意見件数    ２ 件
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パブコメ意見一覧

番号 ページ 施策
施策
の柱

細施策 意　見 市の考え方
修正の
有無

1 88 6 3 1
学校給食の安全性よりも、量を増やすことやケーキの日を増
やすことも考えて

　学校給食は、児童・生徒の成長や健康の保持増進を目的
としており、安全性や栄養面を第一に考えています。学校給
食の摂取量についても、学校給食摂取基準に基づいた年齢
ごとの基準に応じ、児童・生徒に必要な提供量を定め、提供
しています。
　また、御意見いただいたケーキなどの行事食やお祝い献立
などを通して、食育を充実させることにより、児童・生徒に「学
校給食が楽しい」と感じてもらえるような献立を増やすことに
ついて、検討してまいります。

無

2

審議会で活発な意見が交わされ、充実した計画を策定された
と思います。
他の計画より冊子の文字がとても読みやすいです。
（発達特性に配慮されたのでしょうか）
「誰一人取り残されない」計画の実現を切望します。
担当課に持ち帰り用の冊子と案内、提出用紙が置いてある
課はなく、きめ細やかな気配りに感謝します。
ぜひ、川越市の皆さんに計画ができたこと、計画の内容（概
略）を周知してください。そして、子どもたちにも、学校給食や
適性規模・適性配置など課題がたくさんあります。
そのようななか施策1～9までを実施するのはとても大変だと
想像できます。
そのような中でも、ぜひ、ひとりひとりの子どもたちをこれまで
以上に大切にしてください。
人間は何才で傷付く体験をしたのかで、どの脳の部位が成長
しないのかまでわかっています。
それがその後の人生に大きく影響します。
先生の一言、先生のひとつの行動で救われる子もいれば、傷
付く子もいます。
そして、先生に全ての責任を負わせるのではなく、P6にある
ように「教職員の働き方改革の推進」してください。
そのために専門家を含めた人員増が実現されますように。
公民館・図書館・博物館の充実、文化財の保存と活用、伝統
文化の継承は子どもだけでなく全ての市民の暮らしをよりよ
いものにすると考えます。
また、子どもも公民館を利用できる、子どもの蔵書が増える、
子どもが楽しめる博物館の実現、伝統的な文化を体験するこ
とで豊かな心と健やかな体の育成となることを心から願って
います。計画策定ありがとうございました。

　この度は、本計画に対して貴重な御意見をお寄せいただ
き、誠にありがとうございました。お寄せいただいた御意見を
真摯に受け止め、各施策の推進に活かしていくとともに、こど
もたちを含めた市民の皆様への周知に努めてまいります。

無全体への意見
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川教計審発第 １ 号  
令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日  

 
川越市教育委員会 
教育長 新 保 正 俊  様 

 
川越市教育振興基本計画審議会  
会 長  山 﨑 真 之  

 
第四次川越市教育振興基本計画について（答申） 

 
令和７年７月２３日付け川教総第５３７号をもって諮問のあった標記の件につきまして

は、下記の意見を添え、別添のとおり答申します。 
 

記 
 
１ 基本理念である「ともに学び続ける力で未来を拓く川越市の教育」の実現に向け、市民

一人ひとりが、多様な他者と理解し合い、生涯にわたって学び続けながら、自らの人生を

切り拓いていけるよう、他の関連する計画との整合・連携も図りながら、計画の各施策を

着実に推進していただきたい。 
 
２ こどもたちが、自ら学び考え、他者と学びあい成長できるよう、教育委員会が家庭・地

域・学校の連携を促しながら、一体となって、計画的・継続的に各施策に取り組んでいた

だきたい。また、確かな学力と豊かな心、健やかな体を育成するために、学校施設の整備・

改修を適切に実施するとともに、研修を活用した教職員の資質・能力の向上や、こどもた

ちの多様な教育的ニーズへの対応、働き方改革の推進を通した教職員の負担軽減など、教

育環境の確保を図っていただきたい。 
 
３ 公民館、図書館、博物館などの社会教育施設は、市民が気軽に使える生涯学習活動の場

として、社会状況の変化への対応を行いながら、学校、地域や施設間での連携を図り、市

民のニーズに合った事業や学習機会の提供を行うなど、学び続けることのできる環境づ

くりを図っていただきたい。 
 
４ 本市には先人から受け継いだ多くの歴史遺産、伝統文化があり、各地域ではそれぞれの

特色を生かした活動が行われている。市民が地域の歴史や伝統文化への興味関心を高め、

郷土に誇りや愛着を持てるよう、文化財の保存と活用、文化財についての情報発信、学校

教育においてもふるさと学習の充実などの取組を推進していただきたい。 
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（原案） 

第四次川越市教育振興基本計画 

川越市教育委員会 

令和８年度～令和 12 年度 
（2026 年度～2030 年度） 

川越市教育委員会 

第１２回定例会用資料 

別冊 
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は じ め に（案） 

 

 教育委員会では、令和３年６月に第三次川越市教育振興基本計画を策定し、「生きる力を育み未

来を拓く川越市の教育」を基本理念に掲げ、その実現に向けて各施策の推進に取り組んでまいりま

した。第三次計画期間中においては、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による大きな影響

を受けながらも、市長部局と連携して、全ての市立学校へのコミュニティ・スクールの導入や、霞

ケ関北公民館及び芳野公民館の更新などの成果を挙げることができました。また、令和５年３月に

は山王塚古墳が国の指定史跡となり、その年の 12 月には川越市文化財保存活用地域計画が文化庁

の認定を受けるなど、未来に伝えるべき本市の貴重な文化財の保存と活用に向けた取組も進めるこ

とができました。 

一方で、深刻さを増す少子化と高齢化、対立により混迷の度合いを増す国際社会、気候変動に伴

う自然災害の激甚化、生成ＡＩなどデジタル技術の発展といった大きな変化があいまって、社会や

経済の先行きに対する不確実性がこれまでになく高まっており、教育の果たす役割がますます重要

になっています。 

これらの変化や課題に適切に対応していくため、教育委員会では、川越市教育振興基本計画審議

会において、有識者の方々の御意見をいただきながら、「ともに学び続ける力で未来を拓く川越市

の教育」を基本理念とする第四次川越市教育振興基本計画を策定いたしました。  

 この計画は、第三次川越市教育大綱との整合を図り、第三次計画までの成果と課題や、教育を取

り巻く社会状況の変化を踏まえた上で、今後５年間の、本市の教育における方向性や施策等をまと

めたものです。様々な人々が関わり合い、共生していきながら、多様化している働き方や学び方を

背景とした長い人生が豊かで幸せなものとなることを目指し、本計画に基づいて、教育行政を総合

的かつ計画的に推進してまいります。また、推進に当たっては、教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価により進行管理を行うとともに、引き続き、市長部局と連携・協力を図って

まいります。 

 計画の策定にあたりまして、長期にわたり、慎重なる御審議をいただきました川越市教育振興基

本計画審議会の委員の皆様をはじめ、令和６年に実施したアンケート調査や、令和７年に実施した

意見公募に御協力いただいた皆様に対し、深く感謝申し上げます。  

 市民の皆様におかれましても、「ともに学び続ける力で未来を拓く川越市の教育」の実現に向け、

引き続き御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。  

 

 

令和８年３月   

                      川越市教育委員会 

 

現在編集中 
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共に学び、ふれあい、豊かな人生を送れる川越市の教育（案） 

 

社会が大きく転換し、将来の予測が困難な今日におきまし

ては、次々に新たな課題が突き付けられており、これから私た

ちは激しい変化が止まることのない時代を生きていくことに

なります。そのような社会状況にあって、多様な個人それぞれ

が認め合い、それぞれの幸せや生きがいを感じられる共生社

会の実現を目指すために、教育が果たす役割はさらに重要な

ものとなっています。 

このような中、本市では、第五次川越市総合計画（令和８

（2026）年３月策定）と整合を図り、本市教育行政の更なる

充実を目指し、「共に学び、ふれあい、豊かな人生を送れる川越市の教育」を基本理念とした、

６つの施策の方針を定めた新たな教育大綱を策定したところです。教育大綱は、教育委員会と協

議の上、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱として定めたものであり、

これにより示す本市の教育の目標や施策の根本的な方針に沿って各施策を推進するために、本

計画は策定されたものです。 

先人から受け継いできた歴史や伝統を守りながら、川越のもつ魅力をさらに高めていくために、

学びは欠かせません。そして、それはこどもたちだけでなく、学校・家庭・地域が一体となって

互いに支え合うことで、川越が未来へ希望が広がるまちとして発展していけるのだと思います。

市民一人ひとりが豊かな人生を送ることができるよう本市教育委員会と連携・協力しながら、本

市の学校教育、社会教育、文化財に関する分野の更なる充実を図ってまいります。引き続き、市

民の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定に当たりまして御協力いただきました関係機関の皆様、アンケートや意

見公募等を通して貴重な御意見や御提言を賜りました皆様に、心からお礼申し上げます。  

 

 

令和８年３月 

川越市長 森 田 初 恵 

（実際には自署を掲載いたします） 
 

 

 

 

 

 

 

（近影） 

現在編集中 
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第２章 各論   細施策の目次 

施策の柱 細施策 （頁）

① 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の推進 38

② ＩＣＴ活用の推進 40

③ 家庭学習の充実 41

① 幼稚園・保育園・認定こども園・小学校の連携 42

② 小中一貫教育の推進 44

① 英語指導助手の配置事業の充実 45

② 小学校・中学校英語教育の充実 46

① 情報活用能力の育成における情報技術の活用及び特性の理解 47

② 情報技術の適切な取扱い 48

③ 教育の情報化に関する推進体制の充実 49

④ ＩＣＴ環境の整備 50

① 道徳教育の充実 51

② 規律ある態度の育成の推進 52

③ 伝統や文化に関する教育の充実 53

④ 読書活動の充実 54

⑤ 体験活動の充実 55

① いじめ防止対策の推進 56

② 「いのちの教育」の推進 57

① 学校保健活動の推進 58

② 食育の推進 59

③ 体力向上の推進 60

① 小学校・中学校・高等学校の系統的なキャリア教育の充実 61

② 地域・関係機関と連携した社会体験活動の充実 62

① 主権者教育・消費者教育の推進 63

② 環境教育の推進 64

① 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援の充実 65

② 就学支援の充実 66

③ 特別支援教育の理解・啓発の推進 67

① 多様化する学校内での教育的ニーズを解決する事業の推進 68

② 不登校支援の推進 69

③ 教育相談の充実 70

④ 教育機会均等化のための支援 71

① 主体的に自身の専門性を伸ばす研修の充実 72

② 各キャリアステージに応じた研修の充実 73

③ 喫緊の教育課題の解決に向けた研修の充実 74

④ 教職員の働き方改革の推進 75

① 市立川越高等学校の活性化・特色化の推進 76

② 進路指導力向上のための教職員研修の充実 77

③ 小学校・中学校・特別支援学校と市立川越高等学校連携の推進 78

④ 市立川越高等学校教育環境の整備・充実 79

① 市立特別支援学校の整備・充実 80

② 市立特別支援学校のセンター的機能の充実 81

施策５

⑴ 教職員の資質向上

⑵ 魅力ある市立川越高等学校
   づくりの推進

⑶市立特別支援学校の充実

施策４

⑴ 特別支援教育の充実

⑵ 一人ひとりの状況に応じた支援

施策３

⑴ 進路指導・キャリア教育の充実

⑵ 主体的に社会の形成に参画する
   力の育成

施策１

⑴ 学力向上の推進

⑵ 校種間連携の推進

⑶ グローバル化に対応する教育
   の推進

⑷ 学校教育の情報化の推進

施策２

⑴ 豊かな心を育む教育の推進

⑵ 自己を肯定し他者を尊重できる
   心の育成

⑶ 健康の保持増進と体力向上の
   推進
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施策の柱 細施策 （頁）

① 小・中学校大規模改造工事及びトイレ改修工事の推進 82

② 小・中学校重要設備の更新 83

③ 小・中学校空調設備設置の推進　 84

④ 学校図書館の充実 85

⑤ 教育センター施設の整備・充実 86

⑵ 小･中学校の適正規模･適正配置 ① 小・中学校の適正規模・適正配置等の検討 87

① 給食内容の充実 88

② 学校給食施設の整備 89

① 安全教育の推進 90

② 防災教育の推進 91

③ 学童保育の充実 92

① 家庭教育の支援 93

② 社会教育関係団体への支援 94

③ 地域の教育活動への支援 95

① コミュニティ・スクールの推進 96

② 外部人材の積極的な活用 97

③ 学校評価の活用 98

④ 家庭・地域・学校の連携推進 99

⑤ 放課後子供教室の推進 100
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Ⅰ 計画の策定に当たって 

 

１ 計画策定の背景と趣旨   

本市では、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までを計画期間とする「第三次川越市

教育振興基本計画」（以下「第三次計画」という。）を策定し、「生きる力を育み未来を拓く川越市の

教育」を基本理念として定め、各施策に取り組んできました。 

各施策については、毎年度行う「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」にお

いて、教育に関し学識経験を有する外部委員から意見をいただきながら検証し、改善を図りながら

進めてきました。 

 この間、少子高齢社会の到来、急速なグローバル化の進展、超スマート社会（Society5.0）※の

実現に向けたデジタル技術の進展など、社会状況は大きく変化し、国内外においても、令和 12

（2030）年に向けて「誰一人取り残さない」社会の実現を目標としたＳＤＧｓ※の取組が推進され

るなど、多様な課題への対応が求められています。 

 国では、平成 29（2017）年３月に「学習指導要領」を改訂し、こどもたちが未来社会を切り拓

くための資質・能力を一層確実に育成することを目指し、こどもたちに求められる資質・能力とは

何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視するとしています。また、令和

５（2023）年６月に「第４期教育振興基本計画」を策定し、教育基本法の理念・目的・目標・機会

均等の実現を目指すことは先行きが不透明で将来の予測が困難な時代においても変わることのな

い、立ち返るべき教育の「不易」であるとともに、社会や時代の変化への対応「流行」も教育の普

遍的な使命としています。令和 22（2040）年以降の社会を見据えた教育政策における基本方針と

して「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイング※の向上」を

掲げ、これらの相互循環的な実現に向けた取組が進められるよう教育政策を講じていくとしていま

す。 

 埼玉県では、令和６（2024）年７月に「第４期埼玉県教育振興基本計画」を策定し、「豊かな学

びで 未来を拓く埼玉教育」を基本理念として掲げ、第３期計画までの基本理念を継承しています。

社会の変化への対応が差し迫っている今、更に学びを充実させることで、教育の使命を果たしてい

くこととし、県民の誰もが参画し得る生涯を通じた多様で深い学び（「豊かな学び」）によって、人

生や社会の未来を切り拓く力を育む（「未来を拓く」）ことを目指しています。  

本市においても、第三次計画を踏まえつつ、教育を取り巻く社会情勢の変化に応じた施策を総合

的かつ計画的に推進するため、中長期的な視点にたち、今後５年間における本市教育の方向性を示

す「第四次川越市教育振興基本計画」を策定するものです。 

  

※超スマート社会（Society5.0）：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させた
システムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。狩猟社会（Society1.0）、
農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、新たな社会を指すもの。 

※ＳＤＧｓ：国連が掲げる「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」の略称。2030 年までに世
界が達成を目指す 17 の目標を定めており、貧困、環境、社会など、様々な問題を解決し、誰一人取り残さない
社会の実現を目指すもの。 

※ウェルビーイング：身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがい
や人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。  
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２ 計画の位置付け  

本計画は、「教育基本法」第 17 条第２項の規定に基づいて策定する、本市における教育振興のた

めの施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画です。  

また、国・埼玉県の教育振興基本計画を参酌するとともに、本市の最上位計画であり、目指すべ

き将来都市像を描き、その実現に向けた目標や方向性を定めた「第五次川越市総合計画」や、市長

が本市における教育の目標や施策の根本的な方針を策定した「第三次川越市教育大綱」、その他本

市の教育に関連する計画との整合・連携を図り策定するものです。  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間  

本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度の５年間とします。 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

令和 
12 年度 

第三次川越市教育振興基本計画 第四次川越市教育振興基本計画 

 

４ 計画の進行管理  

 本計画の推進に当たっては、計画（Plan）に定めた施策を確実に実行し（Do）、その施策を点検・

評価し（Check）、必要に応じて改善を図る（Action）ことが重要です。施策の評価については、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条に基づき、毎年、学識経験者の知見を活用

し行うこととします。 

なお、本計画の期間中、社会情勢の変化や法改正等により、目標指標等が状況に合わなくなった

場合、必要に応じ変更するものとします。 
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５ 教育を取り巻く社会状況について 

（１）人口減少と少子高齢化の進行 

我が国の人口は、平成 20（2008）年の１億 2,808 万人をピークに減少傾向にあります。本市

においては、令和７（2025）年１月１日現在 35 万 2,805 人で、川越市住民基本台帳における男

女別人口、近年の人口動態を基に推計した結果、本市の人口は、今後、一貫して減少傾向で推移す

るものと見込まれます。 

また、令和７(2025)年１月１日現在、年少人口(０～14 歳)が３万 9,989 人(構成比 11.3％)、

生産年齢人口(15～64 歳)が 21 万 7,138 人(61.5％)、老年人口のうち、65～74 歳が３万 9,011

人(11.1％)、老年人口のうち 75 歳以上が 5 万 6,667 人(16.1％)となっています。 

平成 12(2000)年の年齢階層別人口をそれぞれ 100 とすると、令和７(2025)年では、年少人口

が 0.85 倍、生産年齢人口が 0.93 倍、老年人口のうち、65～74 歳が 1.57 倍、75 歳以上が 3.87

倍となっています。 

令和 12(2030)年以降についても、年少人口と生産年齢人口が減少傾向で推移する一方、65 歳

以上の高齢者人口は増加傾向で推移する推計となっています。 

このような状況にあっては、人口減少・少子高齢化が及ぼす様々な影響を十分に踏まえた取組が

求められます。 

 

（２）グローバル化の進展 

現在、人口減少・少子高齢化による人手不足の影響により、国は特定技能外国人の受け入れ枠を

増加させるなど、積極的に外国人労働者を受け入れています。また、訪日外国人旅行者についても、

令和６（2024）年には 3,686 万 9,900 人となり、過去最高であった新型コロナウイルス感染症

流行前の令和元（2019）年を上回る水準となるなど、グローバル化がより一層進展しています。  

本市においても、外国籍市民人口は令和元（2019）年の 8,156 人から、令和７（2025）年時

点では１万 1,322 人となり、市の人口に占める割合は 3.2％となっています。 

市民が身近なところで様々な国の人々と交流する機会は確実に増加しており、グローバルな視点

をもって地域社会の活性化を担う人材を育成することが求められます。 

また、グローバルな視野で活躍するための機会を提供することなどにより、社会の持続的な発展

を生み出す人材として、地球規模課題を自らに関わる問題として捉え、社会経済的な課題解決に参

画するグローバル・リーダーの育成を推進することも必要です。  

現代社会を生き抜くグローバル人材※を育成するためには、我が国の伝統と文化を尊重し国際社

会の平和と発展に寄与する態度や、チャレンジ精神、多文化共生※の精神、豊かな語学力など異な

る文化・価値を乗り越えて関係を構築する能力などを養う教育が大切です。  

 

 

 

 

 

 

※グローバル人材：世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティをもちなが
ら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコ
ミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識など
をもった人間。(「産学官によるグローバル人材育成戦略」より) 

※多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしなが
ら、地域社会の構成員としてともに生きていくこと。 
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（３）経済・雇用情勢の変化 

日本経済は、現状、為替が円安基調で推移しており、また、物価上昇が賃金上昇を上回る中で、

国内消費は力強さを欠いています。国際的な要因としては、米中貿易紛争やロシアのウクライナ侵

攻による世界経済への影響など、海外情勢による下振れリスク等が残っています。  

一方、日本における雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に指定されて以降、有

効求人倍率や失業率などの各指標は緩やかな改善傾向にあり、特に女性や高齢者の労働市場への進

出が進んでいます。 

こうした状況の中で、経済的格差によるこどもの貧困の問題が指摘されています。厚生労働省が

令和５（2023）年に公表した「国民生活基礎調査」によると、貧困状態にある 18 歳未満のこども

の割合（こどもの貧困率）は、令和３（2021）年の数値で 11.5％となり、およそ 8.7 人に一人の

割合となっています。また、ひとり親家庭では、44.5％とおよそ半数近くが貧困状態にあるとされ

ており、学習や体験の機会の乏しさから進学や就職で不利益を被り、親の代から貧困が連鎖すると

いった問題も指摘されています。 

こうしたことから、等しく全ての人が、様々な学習や体験の機会を得られるとともに、もてる能

力を発揮する機会を得られるような地域社会を構築していくことが、学校教育と生涯学習の場に要

請されています。 

 

（４）家庭、地域の状況の変化とつながりの希薄化 

家族形態の変容、ライフスタイル・価値観の多様化と、社会状況の変化により、家庭を取り巻く

環境が変化してきています。核家族化、共働き世帯の増加、経済事情などにより、子育てに不安を

抱く家庭が増加しているほか、高齢化社会の影響により、いわゆる老老介護など、介護に関する課

題もみられます。 

一方、地域においては、人口減少・少子高齢化等により、コミュニティの維持が困難となり、地

域における人々のつながりが希薄化してきています。それに伴い、地域組織や地域行事の担い手が

不足しています。 

昨今、激甚化・頻発化している自然災害や、新たな手口を使った犯罪の増加などにより、安全・

安心の観点から地域のつながりの重要性が改めて指摘されています。また、地域の中で豊かに暮ら

していくためには、人と人とのつながりが重要です。 

安全・安心で心豊かに暮らせる地域社会を形成するために、一人ひとりが地域の担い手として主

体的に関わりを深めていくことにより、家庭と地域のつながりを強めていくことが求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



6 

（５）誰一人取り残されない社会的包摂の推進 

我が国では、義務教育段階の児童生徒数が減少している一方、特別支援教育※を受ける児童生徒

数は令和５（2023）年度で 64 万人となり、平成 25（2013）年度からの 10 年間で約２倍に増加

しています。本市では、令和５（2023）年度の特別支援学級、通級指導教室で支援を受けている児

童生徒数は 982 人となっており、全国の調査と同様に増加しています。 

病気などの理由を除いた不登校児童生徒数は、令和５（2023）年度で 34 万 6,482 人となり、

前年度から 15.9％と大きく増加しているほか、いじめ認知件数は、令和６（2024）年の調査で、

前年から 7.4％増の 73 万 2,568 件となり過去最高を記録しています。 

また、公立学校において日本語指導が必要な児童生徒数については、令和５（2023）年度で６

万 9,123 人となり、平成 26（2014）年度からの 10 年間で 86.3％も増加しています。 

そのほか、障害のある人や家庭の事情により経済的に困窮した状態にある方、ヤングケアラー※

など、厳しい状況に置かれた人々の存在が浮き彫りになってきています。  

私たちは、お互いが協力し合うことで全ての人たちが生き生きと過ごすことのできる社会を目指

し、公平・公正で、誰一人取り残されない社会的包摂を推進していく必要があります。 

 

（６）教職員の働き方改革の推進 

近年、こどもが抱える課題の複雑化や困難化、地域や保護者との関係性の構築、ＩＣＴ※の推進

など、社会状況や教育環境の変化により、学校現場に求められる役割が多様化しており、教職員を

取り巻く環境は非常に厳しいものとなっています。 

令和４（2022）年度の文部科学省の調査によると、小学校教諭の 64.5％、中学校教諭の 77.1％

が国の指針で定める時間外勤務月 45 時間の上限を超過している状況となっており、依然として過

酷な勤務実態となっていることから、時間外勤務時間のより一層の縮減が求められます。また、近

年の労働市場全体の傾向と同じように、教職員も大量退職の時期を迎えている一方、教員採用選考

試験の受験者数の減少により、教職員不足と言われる状況に陥っており、このことが教育現場にと

って負の連鎖となっています。 

教職員がよりよい教育の担い手となることができるようにするためには、休日部活動の段階的な

地域展開などにより教職員が行うべき業務を明確化することや、ＩＣＴなどの活用により業務を効

果的・効率的に遂行できるようにするなどの取組が求められています。  

  

※特別支援教育：幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難
を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が
在籍する全ての学校において実施されるもの。ここでは、児童生徒を対象に、①特別支援学校（幼稚部含む）、
②特別支援学級、③通常の学級で通級による指導、による支援を指す。  

※ヤングケアラー：本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っているこども
のこと。 

※ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略。情報コミュニケーション技術、情報通信技術
と訳される。ＩＴ（Information Technology：情報技術）と同義。教育場面においては、電子教材を活用し
た授業の実践やコンピュータによる情報管理などが考えられる。  
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（７）変化に対応した学校教育の推進 

現代社会は日々めまぐるしく状況が変化しており、将来の予測が非常に困難な時代になっていま

す。そのような環境では、予測できない変化に対して主体的に向き合い、自らの可能性を発揮しな

がら、よりよい社会と幸福な人生の創り手となっていくことが求められ、令和５（2023）年４月

には、「こども基本法」が施行されました。 

全てのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指すためには、学

校教育において、目標達成に向けて、個々の児童生徒に応じて異なる方法等で学習を進めたり、個々

の児童生徒の興味・関心等に応じて、学習を深めたり、広げるたりする学びである「個別最適な学

び」と、こども同士や地域の方々など様々な他者と協働しながら必要な資質・能力を育成する「協

働的な学び」を一体的に推進していくことが求められています。  

また、GIGA スクール構想※により、学習環境も大きな変化を遂げてきました。今後は、児童生徒

の端末や通信ネットワークをはじめとするデジタル学習基盤を、日々の授業においてより積極的に

活用していくことで、一人ひとりの個性にあった学習を実現していくとともに、新型コロナウイル

ス感染症の流行を教訓とした学びの保証により、継続的・安定的な学習機会の提供が期待されてい

ます。さらには、安全・安心なＩＣＴ活用環境を実現するため、情報モラルや情報セキュリティを

含む情報活用能力の育成が求められています。 

 

（８）変化に対応した生涯学習の推進及び文化財の保存と活用 

我が国では、医学の進歩や防疫対策の推進、生活環境の整備や栄養状態の改善等により、人々の

平均寿命・健康寿命ともに年々伸びています。長い人生を豊かに過ごすためには、生涯を通して学

び続け、自己の能力を高めるとともに、それらを地域に還元することで、よりよい社会の形成を目

指すことが大切です。 

また、公民館、図書館、博物館などに代表される社会教育施設は、生涯学習の拠点としてのみな

らず、住民主体の地域づくりや、持続可能な共生社会の構築、地域文化の伝承といった幅広い取組

の拠点としても活用されることが求められており、その中で様々な人々が交流することでより地域

が活性化していくことが期待されます。 

川越市が誇る数々の文化財について、情報を分かりやすく発信するとともに、少子高齢化が及ぼ

す様々な影響を十分に踏まえ、後継者の育成に留意する必要があります。また、文化財保護法の改

正により、未指定を含めた文化財を生かしつつ、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進

が求められるようになっています。 

 

 

  

※GIGA スクール構想：１人１台端末環境による本格的な教育活動の円滑な運用を支え、児童生徒の学びを保障
するための運営支援体制のこと。 
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６ 第三次計画の成果と課題について  

第三次計画では、「生きる力を育み未来を拓く川越市の教育」を基本理念とし、「志を高くもち、

自ら学び考え、行動する子どもの育成」、「安全・安心で学びを保障する教育環境の整備」、「郷土に

誇りをもち、生きがいや思いやりに満ちた、誰もが活躍できる社会の実現」の３つの目標を掲げ、

それらに沿った９つの施策を推進してきました。第三次計画期間中においては、新型コロナウイル

ス感染症の影響を大きく受けています。コロナ禍における事業等の実施については、感染拡大防止

対策を行ったうえで実施できた事業もありましたが、学校においては学級閉鎖や学年閉鎖もあり、

やむを得ず延期や中止となった事業などもありました。一方で、こうした状況の中、教育活動の維

持だけでなく、いかに効率よく質の高い教育活動が行うことができるかを考え、学校行事等の見直

しも行いました。また、社会教育においても、オンライン講座の実施や電子書籍の導入などにより、

コロナ禍にあっても多様な学習機会を提供できるよう努めました。なお、令和５（2023）年度に

新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行したことで、延期や中止となった事業も再開するこ

とができるようになっています。なお、それぞれの成果と課題の概要は次のとおりです。 

  

施策１ 確かな学力の育成 

本市では、確かな学力の育成に向け、「川越市小・中学生学力向上プラン※」で示す授業スタンダ

ードの定着による授業改善、小・中学校英語教育の充実、ＩＣＴ活用の推進などに取り組んできま

した。 

 「川越市小・中学生学力向上プラン」で示す授業スタンダードの定着を進め授業改善を図った結

果、「全国学力・学習状況調査※質問紙調査」において、「国語、算数・数学の授業は分かると回答

した児童生徒の割合」は令和６（2024）年度には 83.0％と高い水準を保っています。今後は各学

校や各教職員の経験年数等の実態に応じて、授業改善を進めていくことが課題です。  

 英語教育において児童生徒が生きた英語に触れる機会を充実させるため、令和３（2021）年度

以降、31 名の英語指導助手を各市立学校（市立高等学校、市立特別支援学校含む）に配置しまし

た。合計訪問日数は年々増加し、令和５（2023）年度以降は年間 5,000 日を超えました。ほぼ全

ての小・中学校において、教員との共同授業等に英語指導助手が積極的に参画しています。また、

中学卒業段階で実用英語技能検定３級相当以上（ＣＥＦＲ※のＡ１レベル相当以上）を達成した生

徒の割合は年々向上しています。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※川越市小・中学生学力向上プラン：教育委員会と市立小・中学校が目標を共有し、本市の学校教育のさらなる
充実とこどもたち一人ひとりの学力向上を図ることを目指して策定したプラン。  

※全国学力・学習状況調査：文部科学省が実施する、全国のこどもたちの学力・学習状況を把握するための調
査。小学校第６学年及び中学校第３学年を対象としている。 

※ＣＥＦＲ：Common European Framework of Reference for Languages の略。ヨーロッパで作成された
外国語学習者の習熟度を示すガイドライン。 
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ＩＣＴ活用の推進については、ＩＣＴを日常的・効果的に活用した学習活動を実現するために、

高速大容量の通信ネットワークや情報端末の保守整備、教職員や児童生徒のアカウント管理等、Ｉ

ＣＴ環境整備を行ってきました。令和７（2025）年度に行われた「全国学力・学習状況調査質問紙

調査」では小学生で 73.1％、中学生で 76.9％が週３回以上、授業でＩＣＴ機器を使用したと回答

しており、全国平均と比較して高い割合でＩＣＴの活用を行っています。今後、各市立小・中学校

に整備されたＩＣＴ環境は、順次更新時期を迎えるため、技術革新や国・県の方針に鑑み、ＩＣＴ

を日常的・効果的に活用した学習活動の実現に向けた整備を進めていくことで、児童生徒の学習活

動におけるＩＣＴのさらなる活用が課題です。 

令和６（2024）年度に実施した「次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査※」（以後

「アンケート調査」という）では、保護者、市民が学校に期待する役割として、「自ら考え、判断し、

表現する力を身に付けさせること」、「基礎的・基本的な知識や技能を身に付けさせること」などが、

高い割合となっており、令和元（2019）年度の結果と比較しても期待の割合が増加しています。

（10 ページ・資料 1 参照） 

また、保護者が充実させた方がよいと思う教育施策について、「児童生徒の学力の育成」の割合が

一番高くなっています。（11 ページ・資料２参照） 

さらに、本市児童生徒の学力については、「全国学力・学習状況調査」及び「埼玉県学力・学習状

況調査※」の結果において、平均正答率を比較すると、小学校で国、県の数値を下回っているため、

特に小学生の学力向上対策の強化は必須となっている状況です。（12 ページ・資料３参照）全体を

通じ、「思考力、判断力、表現力等の育成」が本市の継続した課題となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査：第四次川越市教育振興基本計画の策定に向けての基
礎資料とするとともに今後の教育施策等の推進に活用することを目的に令和６（2024）年９月～10 月に実
施。対象は市立小・中学校、市立高等学校及び市立特別支援学校の児童生徒の保護者 1,790 名、市立小・
中学校校長及び教員 431 名、20 歳以上の市民 2,000 名、市立小・中学校、市立高等学校及び市立特別支
援学校の児童生徒 1,790 名。 

※埼玉県学力・学習状況調査：埼玉県のこどもたちの学力や学習状況を把握するための調査で、こどもたちの
「学力の伸び」や学力の経年変化を把握することができる。小学校第４学年から中学校第３学年を対象と
している。（平成 27(2015)年度より開始。） 
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■資料１：学校に期待する役割（保護者・市民） ※複数回答 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より上位 10 項目を抜粋 
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児童生徒の学力の育成 

英語教育及び国際理解教育の推進 

学校施設の整備・充実 

教職員の資質向上 

情報モラルを含む情報教育の推進 

放課後におけるこどもの居場所 

づくりの充実 

生徒指導の充実（いじめ防止対策、

不登校対策、教育相談等） 

■資料２：充実させた方がよいと思う教育施策（保護者・教員・市民） ※複数回答 

 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より上位８項目を抜粋 
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■資料３：全国学力・学習状況調査 教科別正答率 
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施策２ 豊かな心と健やかな体の育成  

本市では、豊かな心と健やかな体の育成に向け、道徳教育の充実、読書活動の充実、いじめ防止

対策の推進や教育相談の充実、食育や体力向上の推進などに取り組んできました。  

道徳教育においては、道徳教育研修会や学校指導訪問等を通して、「考え、議論する道徳」を実現

し、児童生徒の道徳性を養うとともに、道徳的な判断力、心情、実践意欲・態度を育てるために教

員の実践的指導力の向上を図ってきました。 

いじめ防止対策の推進においては、「川越市いじめ防止等のための基本的な方針」に沿って、い

じめの未然防止、早期発見、早期対応するとともに、学校の「学校いじめ対策委員会※」の機能を

充実させ、いじめの積極的な認知、組織的な対応の徹底を図りました。また、ＳＮＳ等を通して発

生するいじめの防止対策、学校指導体制や相談体制の整備、いじめ相談窓口の周知に努めてきまし

た。今後も引き続き、学級及び学校全体において、「いじめは人権侵害行為でもあり、絶対に許され

ない」という雰囲気を醸成していくとともに、児童生徒が、自己肯定感や自己有用感、学級への所

属感を高めることができるような学級経営に努めていく必要があります。  

体力向上においては、児童生徒体力向上推進委員会を中心として授業研究会を行うとともに「ト

ップアスリートふれあい事業※」を通じて、運動好きな児童の育成や技能の向上を図ってきました。

新体力テストの結果では、県平均を下回るものの、多くの種目で全国平均を上回る傾向にあります。

しかし、令和元（2019）年と比較し下回る結果となっています。（14 ページ・資料４参照） 

教育相談、不登校対策では、さわやか相談員※、スクールカウンセラー※、スクールソーシャルワ

ーカー※、臨床心理士、教職員が連携し、様々な課題へ対応を図ってきました。学校においても、

教職員と関係機関等が連携し、学校との情報共有を図るとともに、教職員の教育相談力向上を目的

とした研修を実施しています。「アンケート調査」では取組が教職員から「効果があった」と高く評

価されている一方、保護者の間ではこれらの取組について「知らない」と回答する割合が依然とし

て高くなっています。（15 ページ・資料５参照）川越市の教育相談や不登校対策の取組をより多く

の保護者に周知し、こどもたちが安心して相談できる環境を整えることが必要です。また、校内学

習室が配置されたことは、支援体制の強化に向けた重要な一歩であり、今後運用が効果的に進むよ

うな工夫が必要です。 

また、「アンケート調査」では、保護者、市民が学校に期待する役割として、「思いやりや優しさ

など豊かな心を育てること」「ルールやマナーを守ることを身に付けさせること」が求められてい

ます。（10 ページ・資料１参照） 

 学校、家庭、地域を取り巻く環境が変化する中、それぞれが連携・協働し、豊かな心と健やかな

体の育成を推進することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校いじめ対策委員会：「いじめ防止対策推進法」第 22 条で定められている組織であり、学校におけるいじめ
の防止等に関する措置を実行的に行うための常設組織。 

※トップアスリートふれあい事業：近隣大学のスポーツ分野で活躍する監督・コーチ・学生を小学校に招き、一
緒に体を動かすことで、運動の楽しさや喜びを体験し、児童の体力向上の一助とする事業  

※さわやか相談員：いじめ・不登校等の児童生徒に対する心の問題を解消するため、中学校 22 校に１名ずつ配
置。児童生徒及び保護者の相談等に応じるとともに、学校・家庭・地域社会との連携を図る。 

※スクールカウンセラー：児童生徒や保護者、教職員に対し、専門的な知識・経験に基づいて相談に応じ、助言
や援助を行う専門家。小・中学校に県から配置されている。また、市立高校には市独自で配置している。  

※スクールソーシャルワーカー：課題を抱える児童生徒について、その背景にある生活環境への働きかけ及び改
善を図るために配置している。教育分野と社会福祉分野の知識・経験を有する専門職。  
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■資料４：新体力テスト結果 

     ※レーダーチャートは、Ｒ６全国平均の数値を 100％として、各項目の値を比較したもの。 
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■資料５：いじめ・不登校対策の取組の効果（保護者・教員）【単一回答】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より 
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※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より 
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施策３ 自立する力の育成 

本市では、自立する力の育成に向け、地域・関係機関と連携した社会体験活動の充実、環境教育

や消費者教育の推進などに取り組んできました。 

 地域・関係機関と連携した社会体験活動の充実については、川越市中学生社会体験事業※を実施

し、地域の事業所等での体験活動を通して勤労観や職業観を養う機会の充実を図ってきました。  

「全国学力・学習状況調査質問紙調査」では、「将来の夢や目標はある」と回答した児童生徒の割

合が令和６（2024）年度は 77.7％であり、進路指導・キャリア教育の推進を図ることを目的に、

社会体験やキャリア教育講演会等を実施してきました。（18 ページ・資料６参照） 

また、「アンケート調査」では、児童生徒が学校に望むこととして「職業体験などを通じて将来の

ことを考えられるような活動をしてほしい」との回答が最も多く（18 ページ・資料７参照）、今後

は生徒が将来の夢や目標をさらに抱くことができるように、引き続き、社会体験事業やキャリア教

育等の取組を推進していくことが必要です。 

環境教育の推進については、未来の環境の保全・創造を担う児童生徒を育成するため、「川越市エ

コチャレンジ認定制度」や発達段階に応じて関係機関や地域と連携した体験活動の充実を図ること

で環境教育を推進しました。今後は環境教育の最新情報や体験活動の周知等の工夫をし、環境教育

の充実を図ることが必要です。 

消費者教育の推進については、「学習指導要領」に基づいて、主に社会科、家庭科等の教科におい

て、将来、自立した消費者として安心安全な消費生活を営める児童生徒の育成を進めてきました。

近年、消費者被害が低年齢化していることから、児童生徒が、自立した消費者として適切な対応を

取ることができるよう、発達段階に応じた消費者教育の充実を図ることが必要です。  

 

 

 

 

 

   

※川越市中学生社会体験事業：中学校第１学年又は第２学年が連続する２日間又は３日間で事業所等の協力によ
り行う職場体験事業。 
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■資料６：全国学力・学習状況調査の質問紙調査 「将来の夢や目標はある」と回答した児童生

徒の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業体験などを通じて将来のことを考えら

れるような活動をしてほしい 

体をたくさん動かし、体力がつく活動をして

ほしい 

コンピュータやタブレット端末を使った授

業をたくさんしてほしい 

清潔で安全な校舎にしてほしい 

なやみなどを気軽に相談できる人がいてほ

しい 

勉強をしっかり教えてほしい 

一人ひとりの個性に合わせてていねいに教

えてほしい 

読書活動をたくさんしてほしい 

■資料７：児童生徒が学校に望むこと ※複数回答 

 

(％) 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より上位８項目を抜粋 
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施策４ 多様なニーズに対応した教育の推進 
本市では、多様なニーズに対応した教育の推進として、一人ひとりのニーズに応じた指導や支援

の充実、多様化する学校課題を解決する事業の推進や外国人児童生徒支援の充実などに取り組んで

きました。 

一人ひとりのニーズに応じた指導や支援の充実については、「川越市特別支援教育推進に関する

計画」※に基づき、令和７（2025）年度までに全市立小・中学校に特別支援学級を設置することで、

インクルーシブ教育システム※の構築を推進してきました。また、川越市免許法認定講習(特別支援

教育）※を開催し、多くの教職員が専門性を高めることで、特別支援教育に関する児童生徒一人ひ

とりのニーズに応じた指導・支援ができる環境の整備を進めてきました。今後は、児童生徒一人ひ

とりがそれぞれの教育的ニーズに応じて学びの場を選択することができるように、校内委員会※を

活用するとともに、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、支援を必要としている児童生徒に学校全

体で対応できる体制を整えるなど、各学校の特別支援教育についての理解を深める必要があります。 

多様化する学校課題を解決する事業の推進については、こどもたちの心の教育・学力向上・いじ

めの未然防止等、各学校における様々な課題に応じ、オールマイティーチャー※を配置し、積極的

な生徒指導を推進することで課題解決を図ってきました。さらに、語学支援の必要のある学校へ、

語学指導補助員、日本語指導員（中国語）を派遣し、外国人児童生徒の支援を充実させてきました。  

「アンケート調査」では、「学校施設の老朽化や将来的なこどもの減少など、教育環境の変化に

対応していくため、川越市はどのようなことに取り組むべきだと思いますか。」という設問に対し、

教員、市民ともに「オールマイティーチャー、スクールソーシャルワーカーなど人的配置の充実」

という回答が最も多く、個に応じた指導や支援を必要とする児童生徒に対応する人材の確保が求め

られています。（20 ページ・資料８参照） 

また、多様なニーズに対応した教育の推進に当たっては、人材の確保に加え、確保した人材を育

成していくことも課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※川越市特別支援教育推進に関する計画：川越市の現状を踏まえ、令和３年度から令和７年度の５年間を見据え
て特別支援教育に係る環境の整備や特別支援教育に対する理解を深めることを目的とした計画。  

※インクルーシブ教育システム：全ての児童生徒がともに学ぶことを追求するとともに、連続性のある多様な学
びの場を整備した教育システムのこと。 

※川越市免許法認定講習(特別支援教育）：川越市立学校に勤務している本採用者及び臨時的任用者等を対象と
し、特別支援学校教諭の２種免許状取得等のために必要な特別支援学校教諭免許状取得用単位の修得機会を
提供する講習。 

※校内委員会：市で行う就学支援委員会の前段階として、担任や学年主任、管理職、特別支援コーディネーター
等で構成された児童生徒の学びの場の検討のための校内組織。  

※オールマイティーチャー： 積極的な生徒指導を推進し、こどもたちの心の教育やいじめの未然防止、学力向
上等、各学校における様々な課題を解決するために配置する市の負担による臨時講師。  
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■資料８：教育環境の変化に対応するために取り組むべきこと（保護者・教員・市民）※複数回答 

 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より上位８項目を抜粋 

ＩＣＴ教育推進のための情報機器

の充実 

市内のどの小中学校にも行けるよ

うにする学校選択の自由化 

学校の児童生徒が「多すぎる」、

あるいは「少なすぎる」といった

差の解消 

防災、防犯などの安全・安心に配

慮した教育環境づくり 

オールマイティ―チャー、スクー

ルソーシャルワーカーなど人的配

置の充実 

特定の分野（語学、理系科目、ス

ポーツなど）に力を入れた特色あ

る学校づくり 

土曜授業の実施や夏休みの短縮な

どによる授業日数の増加 

小中一貫教育の推進 
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施策５ 教育の質を高める環境の充実 
本市では、教育の質を高める環境の充実に向け、教職員研修の充実、教職員の勤務時間を意識し

た働き方の推進、魅力ある市立川越高等学校づくりの推進、市立特別支援学校の充実などに取り組

んできました。 

教職員研修の充実については、「埼玉県 校長及び教員としての資質向上に関する指標」※を踏ま

え、新たな教職員の学びの姿である「学び続ける教師」の育成に資する研修体制を整えました。ま

た、教員と管理職等が対話を行う中で、各自のキャリアステージにおいて、必要な学びを主体的に

行っていく「対話に基づく受講奨励」※を推進しました。今後は、教職員の個別最適な学び、協働

的な学びの充実を通じた主体的・対話的で深い学びを実現していくことをとおして、指導力のある

教職員の育成を図っていくことが重要です。さらに、川越市が研修として提供する学びの機会だけ

でなく、教職員が主体的に自身の経験や他者から学ぶ機会をもつ等、学びのスタイルの多様性を重

視し、教育の質を高める環境を充実させることが必要です。 

教職員の勤務時間を意識した働き方の推進については、教職員の働き方について見直す機会とな

るよう、在校時間記録システムにより把握したデータを定期的に学校へ提供し、管理職を含めた教

職員の意識改革を図るとともに、中学校部活動においては、外部指導員を配置し、専門性が必要な

部活動において、指導準備の助言等を受けることで、部活動顧問の負担軽減を図りました。  

しかしながら、勤務時間を除いた在校等時間数が、月 45 時間または年 360 時間を超えた教職員

の割合が、令和６（2024）年度は 68.5％であり、目標値である 30％を大幅に下回っています。 

また、「アンケート調査」では、教員の 97.8％が自身の職務について「忙しい」と回答しており、

職務の多忙感を解消するために「教員を増やすなど、仕事を分担し個々の教員の仕事量を減らす」、

「調査や事務関係の書類の提出を少なくする」ことなどが求められており、教職員の働き方改革に

資する取組を継続して実施していくことが喫緊の課題となっています。（22 ページ・資料９参照） 

市立川越高等学校については、各学科（普通科・情報処理科・国際経済科）35 人の少人数学級編

制を維持しています。また、部活動外部指導者を導入し、部活動の充実を図りました。令和６（2024）

年 10 月１日時点の県内中学校第３学年対象進路希望状況調査で、市立川越高等学校普通科を希望

する倍率は 3.56 倍（県内１位）となりました。今後も引き続き、教科指導、進路指導、生徒指導

など質の高い教育を維持していくことが課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※埼玉県 校長及び教員としての資質向上に関する指標：教員等が高度専門職としての職責、経験及び適性に
応じて身に付けるべき資質を明確化するため、任命権者（埼玉県）が策定する「人材育成指標」のこと。  

※対話に基づく受講奨励：教員等が研修履歴の記録を活用し、効果的かつ主体的な資質向上・能力開発を行う
ため、学校管理職等が研修の奨励を含む適切な指導助言を行うこと。  
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市立特別支援学校については、保護者に対する相談活動や小・中学校等へのセンター的な役割を

担えるよう支援体制の充実を図ってきました。市立小・中学校からの要請に応じて特別支援教育コ

ーディネーター※が学校を訪問し、指導・助言を行うとともに、市立小・中・高等学校に対して、

特別支援教育の理解、校内環境の整備と学習・生活上の配慮、教材・教具等の作成、活用等につい

てアドバイスを行いました。しかしながら、令和６（2024）年度時点で、各市立小・中・高等学校

（小 32 校、中 22 校、高１校）が市立特別支援学校のセンター的機能を活用した割合は 49.1％

と、センター的機能を活用している学校が限られています。市立特別支援学校からの積極的な情報

発信とともに、センター的機能を活用することにより得られる効果等を、各学校に周知していくこ

とが課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より上位７項目を抜粋 

■資料９：職務多忙感解消のために必要なこと（教員）※複数回答 

 

 
※特別支援教育コーディネーター：校内における特別支援教育の体制や整備を推進するために、保護者や学級担

任の相談窓口になったり、事例の検討や研修会のために地域の関係機関との連携や調整を行ったりする役割を
担う。 

 
 

調査や事務関係の書類の提出を少なくす

る 

教員を増やすなど、仕事を分担し個々の

教員の仕事量を減らす 

校務分掌の見直しなど校務の効率化を図

る 

少人数学級の実現を図る 

部活動の指導の負担軽減を図る 

ノー残業デー等を徹底する 

教師間の連携を密にし、共通理解を図る 
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施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 
本市では、学びを支える教育環境の整備・充実に向け、小・中学校施設大規模改造工事の推進、

小・中学校空調設備設置の推進、学校給食の充実などに取り組んできました。  

 小・中学校施設大規模改造工事の推進については、「川越市小中学校施設整備計画」※に基づき外

壁や屋上防水の改修により建物の耐久性を高めることを目的とした大規模改造工事と、便器の洋式

化や配管改修などにより学校施設環境の改善を目的としたトイレ改修を推進してきました。しかし、

コロナ禍により一部の工事を遅らせたことや、体育館空調設備等の整備など、優先順位の高い工事

の着手などもあり、大規模改造工事については、当初の計画の目標値を下回る結果となりました。

トイレ改修工事については、令和４（2022）年度に全学校における１系統※目のトイレ改修工事が

完了し、概ね当初の計画どおり進捗しました。 

小・中学校空調設備設置の推進については、体育館における空調設備の設置を令和５（2023）

年度から進め、令和７（2025）年度末で全学校への設置が完了しました。また、特別教室の空調設

備については、令和４（2022）年度より、まずは中学校を優先して設置を進めており、続けて、小

学校についても順次進めていく予定です。 

 「アンケート調査」では、児童生徒が学校に望むこととして、「清潔で安全な校舎にしてほしい」

が高い割合となっている（18 ページ・資料７参照）ほか、保護者、教員、市民において充実させた

方が良いと思う教育施策についても、「学校施設の整備充実」の割合が高くなっていることからも、

安全・安心かつ快適な学習環境を速やかに整えることが望まれています。（24 ページ・資料 10 参

照）一方で、施設や設備の整備については、技術者や労働者の人手不足及び物価高騰などの課題が

あり、計画遅延等の影響が懸念されます。これらの課題を踏まえ、学校施設の整備を計画的に進め

ていくとともに、川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会※において引き続き、今後の学校の

在り方を踏まえた審議を進め、児童生徒にとって望ましい教育環境となるよう検討を進める必要が

あります。 

学校給食の充実については、地場産農産物の積極的な使用や食物アレルギー対応食の内容拡充を

図ってきました。今後は、物価高騰等に伴い、学校給食食材の高騰が懸念されている中で、給食献

立の工夫などを行うとともに、栄養価を踏まえた質と量が確保されたおいしい給食の提供が課題と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※川越市小中学校施設整備計画：小・中学校の施設整備の促進を図り、児童・生徒が快適で安全な学校生活を送
ることを目的として定めた計画。 

※系統：トイレ改修工事において、配管工事を併せて改修する都合上、各学校１階から最上階まで同じ位置にあ
るトイレのまとまりを一つとして数えたもの。 

※川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会：市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する事項について
調査審議する附属機関。 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の学力の育成 

英語教育及び国際理解教育の推進 

学校施設の整備・充実 

教職員の資質向上 

情報モラルを含む情報教育の推進 

放課後におけるこどもの居場所づ

くり 

生徒指導の充実(いじめ防止対策、

不登校対策、教育相談等) 

学校教育の充実 

■資料 10：(再掲)充実させたほうが良いと思う教育施策（保護者・教員・市民）※複数回答 

 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より上位８項目を抜粋 
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施策７ 家庭・地域の教育力の向上 
本市では、家庭・地域の教育力向上に向け、家庭教育の支援、コミュニティ・スクール※の導入

の推進、学校・家庭・地域の連携推進、放課後子供教室の推進や社会教育関係団体への支援などに

取り組んできました。 

 家庭教育の支援については、小・中学校ＰＴＡで実施している家庭教育学級の企画運営に関する

情報提供等を行うことで、家庭教育学級の充実を図り、家庭教育の意義や役割に関しての保護者の

学びを支援し、家庭での教育力の向上を図りました。市立保育園 17 園の保護者会等の機会を利用

し開催された家庭教育講座に、家庭教育講座登録講師を派遣し、受講者アンケートでも満足度が目

標値の 70％を毎年大きく上回る結果になっています。今後も、時代や社会情勢の変化に応じた、

ＰＴＡ家庭教育学級への支援方法を検討するとともに、幼稚園・保育園保護者のための家庭教育講

座でも市内保育園や幼稚園等に充実した内容の学習機会を提供し、家庭の教育力の向上を図る必要

があります。 

コミュニティ・スクールの導入の推進については、全市立学校（56 校）に学校運営協議会を設

置し、「地域とともにある学校づくり」を進めることで、学校と地域の協働による学校教育の充実

を図りました。今後、より一層外部人材の活用を図り、教育活動を充実させることが求められます。  

学校・家庭・地域の連携推進については、学校、家庭、地域及び社会教育施設が連携・協力し、

人と人のネットワークの構築を図りながら、地域の特色を生かした体験活動や学校応援団活動など、

地域ぐるみでこどもたちを育てる取組の充実を図りました。 

放課後子供教室は令和４年度に本格実施後、令和７（2025）年度は市内 19 の小学校で実施さ

れ、地域住民による多様な体験・交流活動や学習を通して、こどもたちの学びが支えられています。

また、子どもサポート事業では、事業数は増加傾向にありますが、参加者数が減少傾向にあること

から、各地区が学校と連携し、こどもたちの実態に即して各事業の方向性、活動内容の見直しを図

る必要があります。 

社会教育関係団体の支援としては、ＰＴＡ連合会や子ども会育成団体連絡協議会の活動を支援し、

地域ぐるみの子育ての充実・推進を図りました。また、将来地域を担う人材の育成として、子ども

会育成団体連絡協議会との協力により、ジュニアリーダーの育成に取り組んできました。 

社会環境の変化により、地域活動が縮小傾向にある中、各地域の実情や課題の把握に努めるとと

もに、活動の活性化のために必要な支援を行う必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※コミュニティ・スクール：保護者や地域住民などから構成される学校運営協議会を設置している学校のこと。

学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校づくり」へ
の転換を図るための有効な仕組み。 
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施策８ 生涯学習活動の推進 
本市では、生涯学習活動の推進として、生涯学習活動の拠点となる公民館、図書館、博物館の充

実を図ってきました。 

 公民館については、令和７（2025）年度に霞ケ関北公民館移転整備を実施、ライフステージに

おける課題や現代的課題に対応した講座、講演会、展示会等を実施、公民館を活用したこどもの居

場所づくりの提供などを推進してきました。 

図書館については、様々な世代の知的欲求に応えられるよう、蔵書の充実に努め、電子書籍の拡

充、デジタルアーカイブの公開、企画展示や講座等を実施してきました。また、各学校図書館との

連携を図り、こどもの読書活動の推進に努めてきました。 

博物館については、常設展示の充実、魅力的・効果的な企画展や講座などの実施により地域の歴

史や伝統文化を学ぶ機会の充実に努めるとともに、学校教育と連携した郷土学習などを推進してき

ました。また、老朽化した施設設備等の改修を行い、市民及び観光客の利用機会の向上を図るとと

もに、蔵造り資料館の耐震化に着手し、文化財の保存と来館者の安全確保に努めてきました。 

しかしながら、公民館、図書館、博物館に共通した課題として、「アンケート調査」において、「１

年間にどのくらい利用しましたか」という問いに対し、各施設とも「利用していない」の割合が、

保護者、市民とも一番高く、その理由も「利用する必要がなかったから」という回答割合が高い状

況です。（27 ページ・資料 11～12 参照） 

活力ある地域を創る生涯学習の推進に向けて、今後も地域住民、団体等との連携強化を図るとと

もに、老朽化が進む施設設備の改修を計画的に進めながら多様化する市民ニーズ及び社会の変化に

対応した施設の在り方を検討していくことが求められています。また各施設が実施する事業に興

味・関心をってもらえるよう、事業内容の充実を図るとともにＳＮＳや市ホームページを活用した

情報発信の検討、デジタル化資料の提供等を進める必要があります。 
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■資料 11 公民館・図書館・博物館の利用頻度（保護者・市民）【単一回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■資料 12 公民館・図書館・博物館を利用しなかった理由（保護者・市民）【複数回答】 

  

【公民館】保護者・市民合算        【図書館】保護者・市民合算  

1. 利用する必要がなかった 72.1％    １.家の近くにない        41.5％ 

2. 利用したい講座がない  20.2％      ２.利用する必要がなかった    39.3％ 

3. 家の近くにない     16.2％      ３.インターネットなどで調べることが可能  27.6％ 

  

【博物館】保護者・市民合算 

1.利用する必要がなかった 49.1％ 

2.家の近くにない     31.9％ 

3.鑑賞したい展示がない  19.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より 

※次期川越市教育振興基本計画に係るアンケート調査結果の報告書(令和７年４月)より 
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施策９ 文化財の保存と活用 
本市では、文化財の保存と活用として、無形民俗文化財の保存と後継者の養成、史跡の整備活用

の推進、地域の歴史・伝統文化の継承に向けた学びの促進などに取り組んできました。 

無形民俗文化財については、後継者養成のための活動や使用する用具類の修理などの費用に対し、

補助金を交付しました。また、伝統的な製法で作られた用具の修理については技術的な指導・助言

を行いました。文化財の保持団体の抱える問題として、少子高齢化等の影響もあり、地域の伝統行

事や民俗芸能の継承が課題です。さらに、用具・衣装の保存修理などに要する費用負担も課題とな

っています。 

本市の歴史的景観を伝える「川越市川越伝統的建造物群保存地区※」の保存整備事業については、

所有者の修理要望の把握や保存対策調査による現状把握に努め、計画的に実施しています。今後も

継続して保存整備事業を充実させる必要があります。 

河越館跡の整備・活用については、令和６（2024）年度に外周整備工事を実施するとともに、史

跡河越館跡保存活用計画の策定を行いました。また、史跡を周知するため、一般向けと小学校児童

向けに内容を分けた河越館跡の現地説明会を実施しました。今後は史跡公園整備の方針を定めた

「史跡河越館跡第２期整備基本計画（仮称）」の策定を進めるとともに、関係各課と整備に向けた

検討を行う必要があります。さらに、地域住民の史跡への愛着や関心を深めるうえで、整備に向け

た、地域住民との情報共有が必要です。 

 山王塚古墳の保護については、未来に伝える貴重な文化財として関係機関と協議を進めた結果、

令和５（2023）年３月 20 日に国史跡に指定され、現在は本市で保存管理を行っています。令和６

（2024）年度には「川越市山王塚古墳整備検討委員会」を設置し、「史跡山王塚古墳保存活用計画

（仮称）」の検討作業を開始しました。計画策定後は、史跡を適切に保存し、整備していくために指

定地内の民有地の公有化を進める必要があります。 

地域の歴史・伝統文化の継承については、出前授業などで学校教育と連携した郷土学習などを推

進してきました。今後、令和５（2023）年 12 月に文化庁から認定された「川越市文化財保存活用

地域計画」に基づき、市民や団体等との連携・協働により、未指定も含めた文化財について、地域

社会とともにその保存・活用を総合的かつ計画的に実施し、その継承にも努めていく必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※川越市川越伝統的建造物群保存地区：平成 11（1999）年４月に、蔵造りをはじめとする町並み及びその周辺約
7.8ha（札の辻から仲町交差点までの幸町の全部、元町１丁目、元町２丁目及び仲町の各一部）を川越市川越伝
統的建造物群保存地区として都市計画決定を行った。また、同地区は国にとってその価値が高いものとして、
同年 12 月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。重要伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物
群と一体となって価値ある歴史的な環境を保存するため、「文化財保護法」及び「都市計画法」に基づき、市町
村が定めた伝統的建造物群保存地区のうち、わが国にとって、その価値が特に高いものとして国が選定した地
区。 

 
※： 
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Ⅱ 計画の基本方針 

 

１ 基本理念  

 

本市では、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度を計画期間とした第三次計画において、

「生きる力を育み未来を拓く川越市の教育」を基本理念として定め、夢や志をもって人生を切り拓

き、未来社会の創り手となるために資質・能力を伸ばす教育の充実に取り組んできました。  

現在、社会は「超スマート社会（Society5.0）」に向けて急速に普及しつつある生成ＡＩなどの

技術革新、人口減少や少子高齢化の進行、格差の広がりや世界情勢の緊張など、予測困難で変化の

激しい状況が続いています。そのような中、「人生 100 年時代」において、一人ひとりが長い人生

を豊かで幸せなものとし、持続可能な社会の創り手となっていくためには、第三次計画までに育ん

できた主体的・能動的に未来を拓いていくための「生きる力」に加えて、多様な他者とともに対話

を通して関わり合い、理解し合うことが求められます。 

また、あらゆる世代が生きがいを感じながら充実した人生を送るために、市民一人ひとりが様々

なステージでの経験を生かしながら生涯にわたって学び続け、郷土に誇りと愛着をもって、伝統を

守り伝えていくことも重要です。 

これらのことを踏まえて、第四次川越市教育振興基本計画では、基本理念を「ともに学び続ける

力で未来を拓く川越市の教育」と定め、社会の変化に対応した、深く質の高い教育の実現を目指し

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 生きる力と学びを育む川越市の教育(H23～H27)

生きる力と学びを育む川越市の教育(H28～R2)

ともに学び続ける力で

未来を拓く川越市の教育

生きる力を育み未来を拓く川越市の教育(R3～R7)

【第四次川越市教育振興基本計画における基本理念】 

第二次 

第一次 

第三次 

Ｒ８ 
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２ ３つの目標  

 

基本理念の実現に向けて、次の３つの目標を掲げます。 

 

 

 

こどもたちが、変化の激しい社会において、自分らしく豊かで幸せに生きるためには、変化を前

向きに受け止め、自身に必要な知識や技能を習得し、それらを実践できる主体的・能動的な力を育

むことが必要です。 

本市では、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」、「何ができるようになるのか」という観点を重視

した授業改善を含め、教育委員会と学校が計画的・継続的に取り組む様々な施策に取り組みます。

これらを通して、こども一人ひとりが志や意欲、自己肯定感を高め、多様な他者を理解・尊重した

うえで対話や協働を図りながら、持続的に発展する社会の創り手となり、グローバル化する社会に

おいても自らの人生を切り拓いていける力を育成する教育を推進していきます。  

 

 

 

 新しい時代に求められるこどもたちの確かな学力や、豊かな心と健やかな体を育成していくため

には、学校教育の質の向上を図ることが不可欠です。 

 そのため、こどもたちが快適な学校生活を送るための学校施設の整備・充実に取り組むとともに、

こどもたちが質の高い教育を受けられるよう、学校教育の担い手となる教職員の資質・能力の向上

や、こどもたちの様々な状況に対応できる多様な人材の配置、ＩＣＴを活用した働き方改革の推進

など、教育環境の確保に努めます。 

 

 

  

 

 本市には先人から受け継いだ多くの歴史遺産があり、伝統文化が息づいているほか、それぞれの

地域の特色を生かした様々な活動が行われています。また、人生 100 年時代をより豊かに生きる

ためには、一人ひとりが生涯にわたって自ら学び、自己の能力を高めるとともに、人々が互いを認

め合い、社会に参画していくことが大切です。 

 社会の変化に対応した学習の機会を提供し、市民の自主的な地域活動や学習活動を支援すること

により、生きがいを深めていくとともに、学びの成果を地域づくりに繋げていく活動を通して、郷

土に誇りと愛着をもち、世代を超えて人々が支え合う、共生社会の実現を目指します。   

 １ 夢や志をもち、自ら学び考え、他者と学びあい成長できるこどもの育成 

 ２ より快適で、質の高い学びを支える教育環境の整備・充実 

 ３ 郷土に誇りと愛着をもち、誰もが生きがいや幸せを感じ、 

                 豊かな人生を送れる社会の実現 
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３ 計画の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

自立する力の育成 

確かな学力の育成 

２ 

施 策 

より快適で、質の高い

学びを保障する教育環

境の整備・充実 

２ 

１ 

３ 

４ 

６ 

７ 

８ 

９ 
文化財の保存と活用 

生涯学習活動の推進 

家庭・地域の教育力の向上 

学びを支える教育環境の整備・充実 

教育の質を高める環境の充実 

多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

豊かな心と健やかな体の育成 

基本理念 

と
も
に
学
び
続
け
る
力
で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

未
来
を
拓
く
川
越
市
の
教
育 

３ 

目  標 

 

１ 

夢や志をもち、自ら学

び考え、他者と学びあ

い成長できるこどもの

育成 

２ 

より快適で、質の高い

学びを支える教育環境

の整備・充実 

郷土に誇りと愛着をも

ち、誰もが生きがいや

幸せを感じ、豊かな人

生を送れる社会の実現 
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４ 施策の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 

 

 

 

⑶ グローバル化に対 

応する教育の推進 

 

 

⑵ 校種間連携の推進 
 

 

⑴ 学力向上の推進 

 

 

 

１ 確かな学力の育成 

②ＩＣＴ活用の推進 

③家庭学習の充実 

①主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の推進 

施策の柱 細施策 

①幼稚園・保育園・認定こども園・小学校の連携 

②小中一貫教育の推進 

⑷ 

 

 

 

 

①英語指導助手の配置事業の充実 

②小学校・中学校英語教育の充実 

②情報技術の適切な取扱い 

③教育の情報化に関する推進体制の充実 

④ＩＣＴ環境の整備 

①

２ 豊かな心と健やかな体の育成 

⑴ 豊かな心を育む 

教育の推進 

 

 

 

 

 

⑶ 
 

 

 

①道徳教育の充実 

②規律ある態度の育成の推進 

④読書活動の充実 

⑤体験活動の充実 

③伝統や文化に関する教育の充実 

①いじめ防止対策の推進 

①学校保健活動の推進 

②「いのちの教育」の推進 

②食育の推進 

③体力向上の推進 

施策の柱 細施策 
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３ 自立する力の育成 

⑴ 

 

 

 

⑵  

 

①小学校・中学校・高等学校の系統的なキャリア教育の充実 

②地域・関係機関と連携した社会体験活動の充実

①主権者教育・消費者教育の推進 

②環境教育の推進 

４ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

⑴ 

 

 

 

⑵ 

 

 

 

 

①一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援の充実 

②就学支援の充実 

③特別支援教育の理解・啓発の推進 

①多様化する学校内での教育的ニーズを解決する事業の推進 

④

５ 教育の質を高める環境の充実 

⑴ 教職員の資質向上 

 

 

 

⑵ 
 

 

 

 

⑶  

 

③喫緊の教育課題の解決に向けた研修の充実 

②各キャリアステージに応じた研修の充実 

①主体的に自身の専門性を伸ばす研修の充実 

②進路指導力向上のための教職員研修の充実 

④市立川越高等学校教育環境の整備・充実 

②市立特別支援学校のセンター的機能の充実 

①市立特別支援学校の整備・充実 

③

①市立川越高等学校の活性化・特色化の推進 

施策の柱 

細施策 

②不登校支援の推進 

③教育相談の充実 

 ④教職員の働き方改革の推進 

施策の柱 

細施策 

施策の柱 細施策 
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⑷ 

 

①安全教育の推進 

②防災教育の推進 

６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

 

・充実

 

 

 

 

⑵ 小・中学校の適正 

規模・適正配置  

⑶ 学校給食の充実  
 

 

 

②小・中学校重要設備の更新 

③小・中学校空調設備設置の推進  

④学校図書館の充実 

①小・中学校大規模改造工事及びトイレ改修工事の推進 

①小・中学校の適正規模・適正配置等の検討 

①給食内容の充実 

②学校給食施設の整備 

③学童保育の充実 

⑤教育センター施設の整備・充実 

７ 家庭・地域の教育力の向上 

⑴ 家庭や地域への 

支援 

 

 

 

⑵ 

 

 

 

 

 

③地域の教育活動への支援 

②社会教育関係団体への支援 

①家庭教育の支援 

④家庭・地域・学校の連携推進 

⑤放課後子供教室の推進 

③学校評価の活用 

②外部人材の積極的な活用 

①コミュニティ・スクールの推進 

施策の柱 細施策 

施策の柱 細施策 

 
⑥学校部活動の地域連携・地域展開 
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８ 生涯学習活動の推進 

⑴ 市立公民館の充実

 

 

 

⑵ 

 

 

 

 

⑶ 

 

 

 

 

⑷ 

 

 

 

①ライフステージにおける課題や現代的課題の学習 

③学習活動の支援 

③公民館の設置及び既存公民館の整備 

②生涯学習活動の拠点としての公民館運営 

④図書館サービスの充実 

②読書環境の充実 

①資料の充実 

③教育普及事業の充実と学校教育との連携強化 

②郷土資料の収集・保存 

④博物館の整備 

①展示機能の充実 

②人権教育指導者の養成 

③関係機関・団体等との連携 

①人権教育の充実 

９ 文化財の保存と活用 

⑴ 文化財の保存と 

活用

 

 

 

 

 

⑵ 地域の歴史や伝統 

文化の継承  

 

 

①文化財の保存と活用の推進 

⑤山王塚古墳の整備・活用 

②地域の歴史・伝統文化の継承に向けた学びの促進 

④河越館跡の整備・活用 

③重要伝統的建造物群保存地区の保存整備事業の充実 

②無形民俗文化財の保存と後継者の育成 

①地域の歴史遺産の「発見」 

施策の柱 細施策 

施策の柱 細施策 



36 
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第２章 各論 
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施策 確かな学力の育成  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫ 全国学力・学習状況調査などの各種調査の結果から現状と課題を把握し、教員が主体的・対話的で

深い学びの視点からの授業改善を行えるよう、「川越市小・中学生学力向上プラン」により教育委

員会と学校が目標と指導方法を共有しています。 

⚫ 知識及び技能の定着・習熟と、思考力、判断力、表現力等の育成について、バランスのとれた指導

を行っていくために、各種調査結果の分析結果に基づき、多様な他者との関わり合いを重視した

「対話・協働による学び合い」の視点による授業改善が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を推進するため、研修や学校訪問等を通し、「川

越市小・中学生学力向上プラン」で示す「川越授業スタンダード※」のより一層の定着と深化を図

ります。 

⚫各種調査等の分析から現状と課題を把握し、教員一人ひとりの指導力向上と、学校の教育力向上を

目指します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

国語、算数・数

学の授業の理

解度（％） 

【全国学力・学習状況調査】 

質問紙調査において、国語、

算数・数学の授業は分かる

と回答した児童生徒の割合 

83.0 90.0 

児童生徒の学

力 の 向 上 度

（％） 

【埼玉県学力・学習状況調

査】学力を伸ばした児童生

徒の割合 

65.2 67.5 

 

 

 

 

１ 確かな学力の育成 

施 策 

⑴ 学力向上の推進 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の推進 

※川越授業スタンダード：こどもたち一人ひとりの主体的な学びによる学力向上を目指し策定した「川
越市小・中学生学力向上プラン」に掲げているもので、授業の具体的な学習活動の流れを示した本市
が目指す授業の基本形。 
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施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱⑴ 学力向上の推進 

川越市小・中学生学力向上プラン 川越市小・中学生学力向上プラン

（家庭版） 

教育委員会と小・中学校が目標を

共有し、本市の学校教育の 更な

る充実とこどもたち一人ひとり

の学力向上を図ることを目指し

て策定したプラン。 

「川越授業スタンダード」を補

完、発展させるもので、授業との

つながりを意識した家庭学習の

在り方を示している。 
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■ 現状と課題 

⚫主体的・対話的で深い学びの実現に向け、ＩＣＴの活用事例を創出・周知しています。 

⚫学校間や教職員間でＩＣＴの活用頻度や精度に差が生じることがないよう、全ての学校で、一定の

水準におけるＩＣＴの活用を推進する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫具体的なＩＣＴ活用の方法について周知することで、多様な他者との関わり合いを重視した「協働

的な学び」と、学習内容の確実な定着と学習を深め広げる「個別最適な学び」の充実を図ります。 

⚫研修等で、ＩＣＴを活用することによる効果等を具体的に示すことで、学校や教職員のＩＣＴ活用

に対する意識醸成を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

授 業 に お け

る Ｉ Ｃ Ｔ 活

用 の 状 況

（％） 

【全国学力・学習状況調査】

自分の考えをまとめ、発表・

表現する場面で、児童生徒一

人ひとりに配備されたＰＣな

どのＩＣＴ機器を週３回以上

活用したと回答した学校の割

合 

34.0 80.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②ＩＣＴ活用の推進 

細施策の指標 

施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱⑴ 学力向上の推進 
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■ 現状と課題 

⚫「川越市小・中学生学力向上プラン（家庭学習版）」により、こどもたちが学びの過程で生まれた新

たな疑問や興味・関心、自信や期待をもとに家庭学習に取り組むことで学びを広げたり深めたりす

ることができるよう、教員に周知しています。 

⚫家庭学習の実施状況は学校ごとに異なっていることから、「川越市小・中学生学力向上プラン（家

庭学習版）」で示す授業と関連付けられた家庭学習について、具体的な事例を示し、実施を促して

いく必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫実践事例の共有や研修の実施を通して、具体的な家庭学習の実施方法についての周知を図ります。 

⚫こどもたちが自身の学びを広げたり深めたりすることができるよう、各学校に家庭学習の取組事例

を周知するなどの取組を推進します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

児童生徒の 

家庭学習の 

状況（％） 

【全国学力・学習状況調査】

学校の授業時間以外に、普

段（月曜から金曜）、１日当

たり１時間以上勉強してい

ると回答した児童生徒の割

合 

65.7 80.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③家庭学習の充実 

細施策の指標 

施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱⑴ 学力向上の推進 
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■ 現状と課題 

⚫ 各小学校が近隣の幼稚園、保育園、認定こども園と連携し、接続期における接続を円滑なものとす

るために、川越市幼児教育振興審議会にて園・小学校の連携の在り方や各年の研究実践について話

し合っています。 

⚫ 幼稚園・保育園・認定こども園と小学校における円滑な接続に向け、育てたい幼児・児童像の共有

や連携事業を取り入れた教育課程を編成する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を、園・小学校において共有し、それぞれの教育・保育に生

かすことで、園・小学校の円滑な接続を図ります。 

⚫川越市幼児教育振興審議会において、園・小学校の連携の在り方や各年の研究実践について話し合

うことなどを通じて、園・小学校の円滑な接続と幼児教育の充実を図ります。 

⚫園・小学校の教職員等を対象とした研修を実施し、幼児教育の充実を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

幼保小連絡懇

談会への参加

状況 

小学校を中心とした地区の

幼稚園・保育園・小学校でグ

ループを組み開催される懇

談会への参加状況 

 

- 

 

 

 

⑵ 校種間連携の推進 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①幼稚園・保育園・認定こども園・小学校の連携 

 

  

 

幼保小連絡懇談会への参加を促すこ

とで、幼稚園、保育園及び小学校低学

年の保育や教育の現状から幼児教育

について理解を深め、その充実を図

ります。 

施策１ 確かな学力の育成 
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施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱⑵ 校種間連携の推進 

ときも学びのプロセス 

こどもの発達や学びは、幼児期から児童期を通じて連続し、さらに将来にもつながって

いきます。 

一人ひとりのこどもの発達や学びを、切れ目のないようにつなぎ、次の段階で一層発展

できる教育・保育を目指すために「ときも学びのプロセス」を活用しております。  
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■ 現状と課題 

⚫校種間連携の充実を目的とした小・中学校合同研修会の開催基準日を設定（校種間連携の日）し、

各学校が創意工夫しながら教職員同士の交流や児童生徒の交流を中心に、小中９年間の円滑な接

続を目的とした取組が実施できています。 

⚫同校種や異校種が複数存在する中学校区では、連携や調整を図る学校数が多いため、取組の推進が

難しい現状があります。校種間の円滑な接続を目的とした交流は継続しつつも、小中９年間の連続

した教育課程の編成へ重点を移行していく必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課 

⚫教科等について９年間の系統性を踏まえた学習を推進します。 

⚫教育課程の連携を更に推進させ、小中一貫教育の充実を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

義務教育 9 年

間を見通した

一貫性のある

教育課程の編

成・実施状況

（％） 

【全国学力・学習状況調査】

学校質問から、「前年度まで

に、近隣等の中学校と、教科

の教育課程の接続や、教科

に 関 す る 共 通 の 目 標 設 定

等、教育課程に関する共通

の取組をどの程度行いまし

たか」という質問に「よく行

った」と回答した学校の割

合 

小学校 28.1 

（９校） 

中学校 31.8 

（７校） 

小学校 50.0 

（16 校） 

中学校 50.0 

（11 校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②小中一貫教育の推進 

細施策の指標 

施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱⑵ 校種間連携の推進 
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■ 現状と課題 

⚫ 市立学校全校に英語指導助手を配置し、児童生徒の外国語でコミュニケーションを図る資質・能力

を育成するとともに、英語指導助手研修会や英語教育推進訪問等の機会をとおして、英語指導助手

の資質・能力の向上を図っています。 

⚫ 児童生徒が生きた英語に触れる機会を一層充実することができるよう、英語指導助手が授業や授

業外で積極的に参画できるようにするとともに、引き続き英語指導助手の資質・能力の向上を図る

必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫英語指導助手と教員とのより良いティーム・ティーチング（共同授業）の実現や授業外での教育活

動の充実に向けて、各学校を訪問して指導及び支援を進めます。 

⚫英語指導助手が日本の学校教育への理解を深めたり、授業での役割や児童生徒への効果的な働きか

け等について学んだりできるよう、研修会の充実を図ります。 

⚫児童生徒が自国や他国の言語や文化を理解し、グローバルな視野で活躍するために必要な資質・能

力を身に付けることができるよう、川越市イングリッシュキャンプ等、児童生徒が生きた英語に触

れ、英語を実践的に活用する機会の確保を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

英 語 指 導 助

手 の 参 画 状

況（％） 

「英語教育実施状況調査※」

において、英語指導助手が、

教師とのやり取りを児童（生

徒）に示す、児童（生徒）の

やり取りの相手を行う、など

の活動を、「75%以上の授業

で行った（行う）」と回答した

学校の割合」 

86.6 100 

 

 

 

 

⑶ グローバル化に対応する教育の推進 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①英語指導助手の配置事業の充実 

施策１ 確かな学力の育成 

※英語教育実施状況調査：文部科学省が平成 25 年度から実施している調査。公立小・中・高等学校等の
英語教育の状況を把握し、国及び各教育委員会における施策の検討・改善に資することを目的として
実施している。 
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■ 現状と課題 

⚫小・中学校の外国語科担当教諭等を対象とした研修の実施や、外国語活動・外国語科研究委員会に

よる教材・指導資料等の作成及び配布等をとおして、教員の外国語の指導力向上を図っています。 

⚫児童生徒の英語力を向上させるため、研究や研修等をとおして教員の外国語の指導力向上を図ると

ともに、「５ラウンドシステム※」の指導方法を市内に広く発信し、４技能５領域※をバランスよく

育成していく必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫教員の外国語の指導力向上を図るため、外国語活動・外国語科に係る研修会を充実させるとともに、

授業の充実・改善等に資するための教材・指導資料等の作成・配布を進めます。 

⚫「５ラウンドシステム」を定着させ、教員の「５ラウンドシステム」に係る実践的指導力を向上さ

せるため、研修等の学ぶ機会の充実を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

生徒の英語力

の状況（％） 

「英語教育実施状況調査」

において、実用英語技能検

定３級相当以上（ＣＥＦＲ

のＡ１レベル相当以上）を

達成した生徒の割合 

67.4 70.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②小学校・中学校英語教育の充実 

 

細施策の指標 

※５ラウンドシステム：教科書を効果的に活用する指導方法。教科書の全単元のストーリーを、年間で
４～５回繰り返し学習する。ラウンドごとに学習の目標を変えながら、同じストーリーに繰り返し触
れることで、英語表現の効果的な習得を可能にし、自分の考えや思いを主体的に伝えることができる
生徒の育成に資することが期待される。 

※４技能５領域：４技能とは、英語の学習において育成すべき技能のことであり、「聞くこと」「読むこ
と」「話すこと」「書くこと」のことを指している。学習指導要領では、「話すこと」の技能を、「話す
こと［やり取り］」「話すこと［発表］」に２領域に分け、その他（「聞くこと」「読むこと」「書くこと」）
と合わせて５領域とし、領域別に設定した目標を達成することをとおして外国語科の目標を達成する
ことを目指している。 

施策１ 確かな学力の育成 

グローバル化に対応する教育の推進 施策の柱⑶ 

小学校外国語科授業（ペアでの音読） 川越市イングリッシュキャンプ 
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■ 現状と課題 

⚫ 各種調査による児童生徒の情報活用能力の把握と、各学校におけるＩＣＴを活用した授業実践を

実施しています。 

⚫ 児童生徒における情報の整理・分析等に関する能力やプログラミング的思考の育成について、体系

立てて進めていく必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫教員の研修において、ＩＣＴを活用した授業の実践事例等を示すことで、児童生徒の情報活用能力

の育成を図ります。 

⚫児童生徒における情報の整理・分析等に関する能力、プログラミング的思考や生成ＡＩの活用等に

ついて、体系立てた育成方法の検討及び周知を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

児童生徒の情

報活用能力の

状況（％） 

【全国学力・学習状況調査】

学習者用コンピュータを使

って情報を整理することが

できると回答した児童生徒

の割合 

- 90.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 

 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①情報活用能力の育成における情報技術の活用及び特性の理解 

 

施策１ 確かな学力の育成 
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■ 現状と課題 

⚫各学校で情報モラル・情報セキュリティに関する児童生徒に対する指導を実施するとともに、教職

員の研修においても情報モラル・情報セキュリティについて取り扱っています。 

⚫技術の進歩により、児童生徒が身に付けるべき情報モラル・情報セキュリティの内容が変化してい

ることから、時代に即した情報モラル・情報セキュリティに関する資質・能力を計画的に育成して

いく必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫情報技術の適切な取扱いに関する内容を各種研修等で取り扱うなどの取組により、教職員の意識向

上を図ります。 

⚫時代に即した情報モラル・情報セキュリティに関する資質・能力が身に付けられるよう、「情報モ

ラル・情報セキュリティ指導カリキュラム」の更新を含め、体系立てた育成方法の検討及び周知を

図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

児童生徒の 

情報モラル・

情報セキュリ

テ ィ の 状 況

（項目） 

【市独自調査】 

「情報モラル・情報セキュ

リティに関する調査※」にお

ける小・中学校各７項目、合

計 14 項目において、95%

以上が肯定的な回答をして

いる項目数 

６ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②情報技術の適切な取扱い 

細施策の指標 

施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱⑷ 学校教育の情報化の推進 

※情報モラル・情報セキュリティに関する調査：市立小・中学校に所属する小学校６年生及び中学校３
年生に対して実施する市独自の調査。校種に合わせ小学校６年生に対して７問、中学校３年生に対し
て７問の「インターネット上に情報を発信するときには、その情報が残ったり、広がったりする危険
性があることを理解している。」等の設問について、学習者用コンピュータを通じて回答する。  
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■ 現状と課題 

⚫教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るとともに、学校ＩＣＴ環境全般の課題への対応を継続して行

うため、業務委託によるヘルプデスクの設置や訪問支援員の訪問支援を実施しています。 

⚫教員におけるＩＣＴ活用指導力の格差是正に向け、研修の実施や教員のニーズに合った支援体制構

築をしていく必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫教員の希望や状況に応じて、受講科目が選択可能な研修等を実施することでＩＣＴ活用指導力の育

成を図ります。 

⚫川越市 GIGA ポータルサイト等を活用し、教員がＩＣＴ活用に関する情報を取得しやすい環境の整

備を進めます。 

⚫学校のＩＣＴ環境の変化に応じて、ヘルプデスク設置等の適切な支援体制の整備を引き続き推進し

ます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

ＩＣＴ活用に

関するサポー

トの状況 （％） 

【全国学力・学習状況調査】

コンピュータなどのＩＣＴ

機器の活用に関して、学校

内外において十分に必要な

サポートが受けられている

と回答した学校の割合 

85.4 95.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③教育の情報化に関する推進体制の充実 

 

細施策の指標 

施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱⑷ 学校教育の情報化の推進 
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■ 現状と課題 

⚫１人１台の学習者用コンピュータやインターネット回線及び、電子黒板等の整備・維持・管理を行

っています。 

⚫安定した学習環境を維持するため、ネットワーク環境・学習者用コンピュータ等の運用保守及び適

切な更新を継続するとともに、時代に即した情報機器やアプリケーション等の整備を適切に行う

必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫ネットワーク環境や学習者用コンピュータ等の契約期間や耐用年数に基づき、適切な運用保守及び

更新を実施します。 

⚫時代に即した情報機器やアプリケーション等のデジタル環境を、適切に整備していきます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

デ ジ タ ル 環

境 の 整 備 状

況（項目） 

小・中学校におけるデジタル

学習基盤等の整備状況 

【対象項目】 

・学習者用コンピュータ（第２期） 

・次世代型校務支援システム 

・ダッシュボード 

・指導者用端末（校務兼用） 

・デジタルドリル 

・採点システム 

整備済み項目 

０ 

整備済み項目 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ＩＣＴ環境の整備 

 

細施策の指標 

施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱⑷ 学校教育の情報化の推進 
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施策 豊かな心と健やかな体の育成  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫ 研修会や学校指導訪問等を通して、「川越授業スタンダード」に基づいた「特別の教科 道徳」（以

下、道徳科）の授業づくりを推進し、児童生徒の道徳性を養い、道徳的な判断力、心情、実践意欲・

態度を育てるための指導力の向上を図っています。 

⚫ 児童生徒の道徳性を養うためには、「考え、議論する道徳」の授業実践に向けた教職員の授業力向

上が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課・教育センター 

⚫児童生徒の豊かな心を育成するため、道徳科の全体計画及び年間計画に基づき、道徳教育推進教師

を中心とした指導体制の強化を図ります。 

⚫「考え、議論する道徳」の授業を実践することができる授業力を育成するため、教員研修の充実を

図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

児童生徒の自

己肯定感の向

上度（％） 

【全国学力・学習状況調査】

質問紙調査において、「自分

にはよいところがある」と

回答した児童生徒の割合 

84.3 90.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施 策 

⑴ 豊かな心を育む教育の推進 

 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①道徳教育の充実 
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■ 現状と課題 

⚫生徒指導推進訪問等での視察や各種調査結果から、児童生徒における規律ある態度については、ど

の学年、どの項目においても、概ね高い割合となっています。 

⚫割合の低い項目について、本市の児童生徒における課題として、各学校に周知徹底を図るとともに、

解決に向けた取組を推進する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫児童生徒の規律ある態度の向上のため、指導主事等が学校を訪問した際に、本市及び各学校の課題

を把握し、その課題に即した支援を進めます。 

⚫学校だよりやホームページ、保護者会等の機会を通して情報提供や啓発活動を行い、学校と家庭が

連携して児童生徒の規律ある態度の育成に努めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

「規律ある態

度」育成の推

進状況（％） 

【埼玉県学力・学習状況調

査】質問紙調査において、達

成率が 80%以上であった項

目数の割合 

87.5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②規律ある態度の育成の推進 

 

細施策の指標 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策の柱⑴ 豊かな心を育む教育の推進 
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■ 現状と課題 

⚫校外学習やふるさと学習において、「川越めぐり」や地域の人材を活用した授業を行うことにより、

市内全校で、本市の歴史、伝統文化等に係る学びが進んでいます。 

⚫各学校の実態に応じて、様々な体験学習や地域と連携した取組を推進することが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動を通して、日本及び川越の伝統文化

の理解や国際理解教育を推進します。 

⚫児童生徒による地域行事への積極的な参加や市内教育施設の利用など、地域と連携しながら、川越

の歴史、伝統文化、人物等の魅力を体感する活動を推進します。 

⚫関係機関と連携した各種事業を通して、児童生徒の文化芸術体験の充実を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

ふるさとへの

愛 着 ・ 誇 り

（％） 

【埼玉県学力・学習状況調

査】質問紙調査において、

「今住んでいる県や市町村

の歴史や自然に関心をもっ

ている」と回答した児童生

徒の割合 

64.0 75.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③伝統や文化に関する教育の充実 

 

細施策の指標 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策の柱⑴ 豊かな心を育む教育の推進 
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■ 現状と課題 

⚫図書館職員による学級訪問等においてブックトーク※を行うとともに、推薦図書を紹介し読書活動

の啓発を図っています。また、児童生徒による本の紹介等の活動も推進しています。 

⚫学校における児童生徒の読書環境をより充実させるため、ＩＣＴによる読書推進活動について周知

を図る必要があります。図書館が遠い地域への読書活動支援を考慮し、学級訪問等の対象校につい

て検討が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課・中央図書館 

⚫読書活動を通して児童生徒が言語を学び、表現力を高め、感性を磨き、想像力を豊かなものにして

いく取組を推進し、豊かな情操の育成を図ります。 

⚫学校に学校司書を配置し、学校図書館の充実を図ります。 

⚫ブックトークや、推薦図書の紹介等により読書活動を推進します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

児童生徒の読

書の状況 （％） 

【埼玉県学力・学習状況調

査】質問紙調査において、１

か月間の平均読書冊数が、

小学校で 11 冊以上、中学校

で３冊以上と回答した児童

生徒の割合 

小学校：18.9 

中学校：38.0   

小学校：30.0  

中学校：50.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④読書活動の充実 

 

細施策の指標 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策の柱⑴ 豊かな心を育む教育の推進 

※ブックトーク：数冊の本を紹介しながら、参加者の興味・関心を引き出し、読書意欲を喚起する手法
のこと。 
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■ 現状と課題 

⚫文化的行事、体験的活動により、豊かな情操及び多様な文化を尊重する心を育成しています。学校

の実態に応じて、驚きや感動を体験できる特色ある教育活動を実施しています。体験当日だけでな

く、事前事後の学習についても充実を図っています。 

⚫児童生徒の志や自己肯定感を育てるとともに、社会性、感動する心を育む学習指導を充実させるこ

とが必要です。地域の実態に応じ、小・中学校の連携や、地域人材の活用など地域に根ざした学校

づくりの推進が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫校外での自然体験や農業体験等を通して、学校における体験学習活動の充実を図ります。 

⚫地域の実態に応じ、学校間の連携や、地域人材の活用など、地域とともに学ぶことのできる学校づ

くりの推進を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

各学校におけ

る体験活動の

実施状況 

各学校における自然体験や

農業体験等の体験活動実施

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤体験活動の充実 

 

細施策の指標 

  

市立学校全校において体験活動を

実施し、児童生徒の志や自己肯定感

を育むための支援を行います。 

 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策の柱⑴ 豊かな心を育む教育の推進 
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■ 現状と課題 

⚫ 「いじめ防止対策推進法」及び「川越市いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめ

の未然防止、早期対応等の取組を推進しています。 

⚫ 各種調査において、「いじめはどんな理由があってもいけない」という回答を選ばなかった児童生

徒が一定程度いる状況が毎年続いており、全ての児童生徒において、いじめをしない心を育てる必

要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫「川越市いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめの未然防止、早期発見、早期対

応をするとともに、学校の「学校いじめ対策委員会」の機能を充実させ、いじめの積極的な認知、

組織的な対応の徹底を図ります。 

⚫教育委員会が毎学期、全学級の「生徒指導推進訪問」を行い、児童生徒の状況やいじめ問題を含む

生徒指導上の諸問題を把握し、教職員がいじめの「認知」について共通認識をもち、未然防止・早

期対応・解消までの見届けができるように取り組みます。 

⚫児童生徒一人ひとりの自分に自信をもつ自己肯定感や自分は役に立っているという自己有用感を

育み、学級、学年への所属感が高まるような学校経営ができるよう、教職員の生徒指導力の向上、

いじめ問題対応等の資質・能力の向上を推進します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

児童生徒の 

い じ め に つ

い て の 理 解

度（％） 

【全国学力・学習状況調査】 

質問紙調査において、「いじめ

は、どんな理由があってもい

けない」と回答した児童生徒

の割合（対象：小学校第６学

年・中学校第３学年） 

97.2 100 

 

 

 

 

 

⑵ 自己を肯定し他者を尊重できる心の育成 

 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①いじめ防止対策の推進 

 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 
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■ 現状と課題 

⚫全教育活動を通して命の大切さを学ぶ「いのちの教育」を推進しています。特にがん教育、救命教

育、性に関する指導について外部講師を活用するなど、自他の生命を尊重できる児童生徒を育成し

ています。 

⚫性に関する指導、薬物乱用防止や医薬品の正しい使い方、感染症予防などについては、各家庭の認

識の違いが大きいため、学校が行う講演会等への保護者の積極的な参加を呼び掛け、家庭地域への

さらなる啓発が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫全教育活動を通していのちの大切さに関する指導を行い、自他の生命を尊重できる児童生徒の育成

を図ります。 

⚫市内関係機関や外部講師などと連携し、児童生徒が性に対する正しい知識をもち、全ての児童生徒

がお互いに理解・尊重し合える指導に取り組んでいきます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

児童生徒の自

己肯定感の向

上度（％） 

【全国学力・学習状況調査】 

質問紙調査において、「自分

にはよいところがある」と

回答した児童生徒の割合 

84.3 90.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②「いのちの教育」の推進 

 

細施策の指標 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策の柱⑵ 自己を肯定し他者を尊重できる心の育成 
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■ 現状と課題 

⚫ 学校保健活動の推進のため、学校医・学校歯科医と連携し、各学校における児童生徒の健康診断、

健康相談及び保健指導を行っており、健康課題の解決に努めています。また、学校環境衛生につい

ては、学校薬剤師から指摘のあった事項の改善に努めています。 

⚫ がん教育や救命教育について、各学校の実態に応じた授業改善が必要です。性に関する指導につい

ては、各教科における指導と個別指導の連携を密に指導することに配慮し、学校教育全体を通じ

て、外部講師等を活用するなどし、引き続き指導を充実させる必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫発達段階に応じた性に関する教育及び指導、最新の情報を取り入れた薬物乱用防止教育や医薬品の

正しい使い方の保健教育や、がん教育、救命教育を推進します。 

⚫学校における感染症対策に関して、家庭・地域に適宜適切な状況の把握、情報発信を行い、理解・

協力を得て、地域と連携を図りながら学校教育活動を柔軟かつ効果的に推進します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

各学校におけ

る薬物乱用防

止教室の実施

状況 

市立学校における薬物乱

用防止教室の実施状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 健康の保持増進と体力向上の推進 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①学校保健活動の推進 

 

  

最新の情報を取り入れた薬物乱用

防止教室を実施するための支援を

行います。 

 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 
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■ 現状と課題 

⚫「食に関する指導」として、小学校において、学校からの依頼による各授業への給食指導（道徳

科や家庭科、給食時間の食指導など）を行っています。 

⚫教育活動全体を通じて、食に関する指導の充実を図るとともに、児童生徒に望ましい食習慣を身

に付けさせるため、学校・家庭・地域が連携することが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校給食課・教育指導課 

⚫児童生徒が、食に関して正しい知識と望ましい食習慣を身に付け、生涯にわたって健康に生きるた

めの力を育むことを目的とした食育を進めます。 

⚫給食センター栄養士等が連携し、社会科や家庭科、特別活動等において、食に関する指導と関連付

けた取組となるよう、献立内容の充実を図るなど、学校給食を「生きた教材」として活用すること

で、食育を効果的に推進していきます。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

小・中学校に

おける食育の

推進状況 

給食センター栄養士等が連

携し、食に関する指導を実

施した小・中学校数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②食育の推進 

 

細施策の指標 

  

市立小・中学校全校において、給食

センター栄養士等が連携し、食に関

する指導を実施します。 

 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策の柱⑶ 健康の保持増進と体力向上の推進 
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■ 現状と課題 

⚫新体力テストの結果を活用することで、児童生徒一人ひとりの成長を支え、体力を確実に伸ばす教

育を推進しています。また、児童生徒体力向上推進委員会を中心として授業研究会を行うととも

に、小・中学校における体育的活動の充実に努めています。 

⚫気候の変化や熱中症事故防止の観点から、児童生徒の外で活動する時間に制限のかかる時期がある

ため、年間を通して運動機会を意図的に設定していくことが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫児童生徒の運動時間等の実態を継続して本人・保護者・学校が共有することで、児童生徒一人ひと

りの体力を伸ばす教育を推進します。 

⚫児童生徒が主体的に運動に取り組む体育・保健体育の授業を推進します。 

⚫関係機関との連携による取組を推進し、児童生徒の運動への関心を高め、運動好きな児童の育成を

図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

児童生徒の体

育的活動の充

実状況（％） 

【全国体力・運動能力、運動

習慣等調査※】１週間の総運

動時間 60 分未満の児童生

徒の割合（体育授業を除く） 

小：15.4 

中：15.1 

小：12.5 

中：12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③体力向上の推進 

 

細施策の指標 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策の柱⑶ 健康の保持増進と体力向上の推進 

※全国体力・運動能力、運動習慣等調査：文部科学省スポーツ庁が毎年実施している全国規模の調査（小
学校 5 年生と中学 2 年生に対する調査）で、小・中学生の体力や運動習慣を把握し、教育政策や健康
施策に活用している。 
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施策 自立する力の育成  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫児童生徒が自分自身のキャリア発達を継続的に記録し、蓄積することで、見通しと振り返りを行う

ことができる取組の充実を図っています。また、教員の指導力向上に向け、キャリア教育に関する

研修会を実施しています。 

⚫児童生徒が主体的に自分の進路選択ができるよう、小中高による系統的なキャリア教育を推進する

ことが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫児童生徒が働くことの意義や尊さを理解し、正しい勤労観や職業観が身に付けられるよう、発達段

階に応じた進路・キャリア教育の充実を図ります。 

⚫児童生徒が主体的に自分の進路選択ができるように、小中高による系統的なキャリア教育の充実を

図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

人の役に立つ

人間になりた

いと思う児童

生 徒 の 割 合

（％） 

【全国学力・学習状況調査】 

質問紙調査において、「人の

役に立つ人間になりたいと

思う」と回答した児童生徒

の割合 

96.7 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 自立する力の育成 

施 策 

⑴ 進路指導・キャリア教育の充実 

 

施策の柱 

 ①小学校・中学校・高等学校の系統的なキャリア教育の充実 

 

細施策 

細施策の指標 
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■ 現状と課題 

⚫ 川越市中学生社会体験事業を通して、学校から社会への移行のために必要な基礎的資質・能力を育

成するとともに、自分の生き方を見つけ、たくましく豊かに生きる力を育み、勤労観や職業観を養

う機会の充実を図っています。 

⚫ 新たな事業所の開拓など、持続可能かつ時代に即した事業となるよう支援する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫地域の方々とのふれあいなどを通じて、進路・キャリア教育の充実を図るために、社会体験事業を

推進します。 

⚫新たな事業所の開拓及び生徒の希望に沿った事業所の確保に向けて、地域と連携しながら事業所等

のリスト化を進めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

将来の夢や目

標はあると回

答した児童生

徒の割合 （％） 

【全国学力・学習状況調査】 

質問紙調査において、「将来

の夢や目標はある」と回答

した児童生徒の割合 

77.7 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細施策の指標 

 ②地域・関係機関と連携した社会体験活動の充実 

 

施策３ 自立する力の育成 

施策の柱⑴ 進路指導・キャリア教育の充実 
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■ 現状と課題 

⚫ 各学校において、学習指導要領に示された指導内容を各教科・領域で指導することで、主権者教育・

消費者教育を実施しています。体験学習の観点から市立学校全校で関係機関と連携した取組を実

施しています。 

⚫ 社会の形成に参画する基礎を培うため、主権者としての自覚を培う教育活動が必要です。ＳＮＳや

インターネット等による消費者トラブルへの対応に向け、消費者としての自覚を促す学びを推進

する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫社会に関心をもち、持続可能な社会の形成者として、よりよい社会の在り方を主体的に考え判断し、

社会の中で協調、自立できる児童生徒を育成するため、主権者としての自覚を培う教育の推進を図

ります。 

⚫消費生活に関する知識を習得し、将来、適切な意思決定や消費行動ができる自立した消費者として、

安心して安全な消費生活を営めるよう、発達段階に応じ、教科や特別活動等あらゆる活動を通して

消費者教育の推進を図ります。 

⚫関係機関と連携し、特に地域と連携した体験を通じた活動を推し進め、主権者教育及び消費者教育

の推進を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

人の役に立つ

人間になりた

いと思う児童

生 徒 の 割 合

（％） 

【全国学力・学習状況調査】 

質問紙調査において、「人の

役に立つ人間になりたいと

思う」と回答した児童生徒

の割合 

96.7 100 

 

 

 

 

 

 

⑵ 主体的に社会の形成に参画する力の育成 

 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①主権者教育・消費者教育の推進 

 

施策３ 自立する力の育成 
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■ 現状と課題 

⚫学習指導要領に基づき、理科、社会科、総合的な学習の時間を中心に教科横断的に、発達段階に応

じた環境教育を行うとともに、こどもたちが環境を身近にとらえ、自ら考え行動する力を養うこと

を目的として「エコチャレンジスクール」認定事業を実施しています。 

⚫身近な課題から地球規模の課題に至るまでの様々な環境問題が深刻さを増している現代において、

児童生徒が環境問題を理解し、解決に向けて進んで行動したり、考えたりすることができるような

環境教育への取組の工夫・改善が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター・教育指導課 

⚫発達段階に応じて関係機関や地域と連携した体験活動の充実を図ります。 

⚫環境マネジメントシステムの考え方を取り入れ、全員で創意工夫しながら環境にやさしい学校づく

りを行う取組を推進します。 

⚫国・県の環境に関する通知や環境教育推進のための情報の提供、訪問指導等を通し、各学校の環境

教育の取組の充実を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

環境教育の推

進状況 

市立学校における「エコチ

ャレンジスクール」認定事

業の実施状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②環境教育の推進 

 

細施策の指標 

小学校における栽培活動 

 

エコキャップ回収の取組 

 

  

市立学校全校においてエコチャレン

ジスクール認定事業を実施し、環境

にやさしい学校づくりを行います。 

 

施策３ 自立する力の育成 

施策の柱⑵ 主体的に社会の形成に参画する力の育成 
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施策 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫ 「第二次川越市特別支援教育推進に関する計画※」に基づき、インクルーシブ教育システムの構築

のため、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援ができる環境の整備を推進しています。 

⚫ 多様化した教育的ニーズに応じるため、全ての教職員等が特別支援教育についての理解を深める

こと及び指導力の向上が不可欠であり急務となっています。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫特別支援学級や通級指導教室の整備・充実を図り、全ての児童生徒が、ともに育ち、ともに学ぶイ

ンクルーシブ教育システムのさらなる構築を進めます。 

⚫特別支援学校２種免許状を申請するための単位が修得できる免許法認定講習を開催するとともに、

特別支援教育に係る研修を充実させ、全ての教職員が児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た支援の充実を図ります。 

⚫支援が必要な児童生徒についての情報を就学前から小・中・高等学校と円滑に共有し、切れ目のな

い支援を推進します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

特別支援学校

教諭免許状の

保有者数 

特別支援学校教諭免許状

を保有する教職員数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

施 策 

⑴ 特別支援教育の充実 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

① 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援の充実 

川越市教育委員会免許法認定講習を

実施し、特別支援学校教諭免許状の保

有者数増加を目指します。 

 

※第二次川越市特別支援教育推進に関する計画：川越市の現状を踏まえ、令和８年度から令和 12 年度
の５年間を見据えて特別支援教育に係る環境の整備や特別支援教育に対する理解を深めることを目的
とした計画。 
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■ 現状と課題 

⚫児童生徒の就学先について、よりよい学びの場を丁寧に提案しながら、本人及び保護者の思いを最

大限に尊重しつつ就学相談を進めています。また、保護者向けセミナーを実施し、様々な学びの場

の説明や就学相談の流れ等について、情報提供や個別の相談を行っています。 

⚫就学支援委員会の意見と異なる就学をしたケースについては、継続的に就学相談を進める必要があ

ります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫児童生徒のよりよい学びの場への就学のため、就学支援委員会で一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た学びの場と学習内容について熟議するとともに、本人及び保護者の思いを最大限に尊重しなが

ら就学先を決定できるように丁寧に相談を進めます。 

⚫保護者が就学に関する流れや「通常の学級」、「特別支援学級」、「特別支援学校」などの多様な学び

の場を理解し、就学について考える機会の確保を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

就 学 支 援 の

充実度 （％） 

就学支援委員会で判断された

意見と就学先が合致した児童

生徒の割合 

87.2 90.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②就学支援の充実 

 

細施策の指標 

施策４ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

施策の柱⑴ 特別支援教育の充実 
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■ 現状と課題 

⚫教職員向けに特別支援教育啓発資料の作成や周知を行ったり、保護者向けにセミナーを行ったりす

ることで、特別支援教育への理解が学校、保護者、地域に浸透しつつあります。 

⚫全ての児童生徒に適切な支援を行うためには、全職員が、特別支援教育についての知識や理解を深

める必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫教職員が特別支援教育の理念・指導方法等を理解し、障害の有無に関わらず全ての児童生徒に対し

て特別支援教育を行えるように、実践的な特別支援教育の研修を推進します。 

⚫特別支援学級在籍の児童生徒の校内での交流及び共同学習や、特別支援学校と小・中学校の児童生

徒の交流を行う支援籍学習を積極的に進めるとともに、児童生徒が共生について学ぶ機会の充実

を図ります。 

⚫特別支援教育啓発資料の市内公共施設への配置や保護者向けセミナーの開催等により、保護者や地

域に対する特別支援教育の理解を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

特 別 支 援 教

育 に 係 る 教

職 員 研 修 の

効果（％） 

特別支援教育に係る教職員研

修において、３か月後に参加

者が研修内容を活用・共有し

た割合（予定含む） 

- 100 

 

  

 ③特別支援教育の理解・啓発の推進 

 

細施策の指標 

施策４ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

施策の柱⑴ 特別支援教育の充実 
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■ 現状と課題 

⚫ 各学校における様々な課題に応じて、必要な人材を配置することにより、児童生徒へのきめ細やか

な指導を行っています。 

⚫ 学校教育を取り巻く諸課題は、多様化・複雑化の一途をたどっており、教育的ニーズに対応するた

めには人材の確保と育成が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課 

⚫ 各学校の創意に基づき、児童生徒の心の教育・学力向上・いじめの未然防止等、各学校における様々

な課題に応じて引き続き必要な人材を配置することにより、少人数での指導や児童生徒一人ひと

りに目を向けた指導を行い、学ぶ意欲の向上や積極的な生徒指導の充実を図ります。 

⚫ 各学校に在籍する外国籍児童生徒のうち、特に日本語指導が必要とされる児童生徒に対して、語学

を指導する人材の派遣を推進し、日本語指導や学校生活への適応の支援等、個に応じた教育の充実

を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

多 様 化 す る

学 校 課 題 を

解 決 す る た

め の 職 員 配

置校数 

臨時講師（オールマイティ

ーチャー）と会計年度任用

職員（語学指導補助員）配置

校数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 

 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

① 多様化する学校内での教育的ニーズを解決する事業の推進 

 

 

市立小・中学校全校に職員を配置し、

多様化する学校内での教育的ニーズ

の解決を図ります。 

 

施策４ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 
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■ 現状と課題 

⚫本市の不登校児童生徒数は、小・中学校で近年大幅に増加しており、とりわけ、小学生の増加が著

しく、不登校の低年齢化の傾向が見られます。不登校は、どの児童生徒にも起こり得るものである

ことから、未然防止を含む早期段階からの適切な支援が必要です。 

⚫不登校の要因が複雑・多様化しており、学校外での活動や登校に対する価値観の変化など、個別の

背景に応じた柔軟な支援が求められる中、本市の不登校児童生徒の約５割が学校内外の専門機関

等で相談・指導等を受けていない状況にあります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫児童生徒一人ひとりの社会的自立に向け、「不登校児童生徒支援プラン」に基づいた相談活動や学

習支援、居場所づくり等の充実を図ります。 

⚫不登校児童生徒支援の充実のため、学校、家庭、多様な立場の専門家、民間団体や民間施設を含む

他機関、地域との連携を推進します。 

⚫不登校や不登校傾向にある児童生徒の保護者が一人で抱え込まないよう、不登校支援や進路等に係

る情報を知ったり保護者同士で交流をしたりすることができる機会の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

不登校児

童生徒の

学校内外

の機関等

による相

談・支援

率（％） 

不登校児童生徒のうち、学校内

の養護教諭やスクールカウンセ

ラー※などによる専門的な相談、

校内学習室での支援に加え、教

育センター第一分室（リベーラ）

や民間団体・民間施設（フリース

クール等）との連携による相談・

支援を行った児童生徒数の割合 

53.9 85.0 

 ②不登校支援の推進 

 

細施策の指標 

施策４ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

施策の柱⑵ 一人ひとりの状況に応じた支援 

不登校児童生徒支援プラン 
不登校の子供を早期から継続的に支え、自立につ

なげるための支援の仕組みを示したもの 

不登校対策支援セミナー 
 

※スクールカウンセラー：児童生徒や保護者、教職員に対し、専門的な知識・経験に基づいて相談に応
じ、助言や援助を行う専門家。小・中学校に県から配置されている。また、市立高校には市独自で配
置している。 
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■ 現状と課題 

⚫小・中学校及び教育センター第一分室（リベーラ）における教育相談では、児童生徒及び保護者か

らの相談件数が増加傾向であると同時に、不登校、いじめ、暴力行為、友人関係、ヤングケアラー、

非行・不良傾向、家庭環境、心身の健康、学業・進路、発達障害など、相談内容が多様化かつ複雑

化しています。 

⚫学校、教育センター第一分室（リベーラ）、児童発達支援センター、こども家庭課、児童相談所、医

療機関など、児童生徒及び保護者の教育相談においては、関係機関との連携が必要不可欠となって

います。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫専門的知識を有する人材を幅広く活用した教育相談体制を整え、児童生徒、保護者に寄り

添う教育相談の充実を図ります。 

⚫相談の内容に応じ、関係機関と積極的に連携しながら相談を進めます。 

⚫教育相談に対応する人材の資質向上や専門的な知識・技能の育成、校内の教育相談体制の

充実のため、教育相談に係る研修の充実を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

教 育 相 談

の実施 

教育センター第一分室（リベ

ーラ）及び学校において、教

育相談支援員、さわやか相談

員、スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー

※等が関わった教育相談対応

の実施状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③教育相談の充実 

 

細施策の指標 

  

関係機関と連携した相談対応を実施す

ることで、教育相談の充実を図ります。 

【参考】 

令和６年度相談数 24,485 人 

施策４ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

施策の柱⑵ 一人ひとりの状況に応じた支援 

※スクールソーシャルワーカー：課題を抱える児童生徒について、その背景にある生活環境への働きか
け及び改善を図るために配置している。教育分野と社会福祉分野の知識・経験を有する専門職。  
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■ 現状と課題 

⚫経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費など教育費の一部について援助

する就学援助制度を実施しています。また、経済的理由により修学が困難な高校生や大学生等を対

象として、育英資金貸付制度や大学奨学金支給制度を実施しています。 

⚫国や県による支援、他自治体の制度の動向等を踏まえ、各制度の在り方を検討する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育総務課・教育財務課 

⚫引き続き就学援助制度の周知を行うとともに、認定基準を含めた適正な制度の在り方について検討

を行い、就学援助制度を推進していきます。 

⚫財源とする基金の状況を考慮しつつ、貸付型の育英資金制度や給付型の大学奨学金支給制度を実

施し、修学意欲がある高校生や大学生等を経済的に支援します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

各制度による

支援の状況 

就学援助制度、育英資金貸

付制度や大学奨学金支給制

度による支援の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④教育機会均等化のための支援 

 

細施策の指標 

  
制度を必要とする方への経済的支援

を行います。 

 

施策４ 多様な教育的ニーズに対応した教育の推進 

施策の柱⑵ 一人ひとりの状況に応じた支援 
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施策 教育の質を高める環境の充実  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫ 各教職員が必要な学びを主体的に行い、資質向上を図ることができるようにするため、「学校、児

童生徒、地域、社会的状況によるニーズ」「国、県の調査、研究、計画等によるニーズ」「教職員の

ニーズ」を主に「専門研修※」の内容に反映させ、実施しています。 

⚫ 教職員の負担軽減の観点から研修の在り方や内容について引き続き検討する必要がありますが、

研修の目的を達成することを念頭に置き、研修実施方法や研修形態を適切に設定し、教職員が主体

的に研修に取り組めるようにする必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫研修履歴の記録を活用し、教員が自らの学びを振り返るとともに、教員と管理職等が対話を行う中

で必要な学びを主体的に行っていく「対話に基づく受講奨励」を推進します。 

⚫「対話に基づく受講奨励」に対応した研修体制の整備を図り、教職員の主体性や希望に基づき、専

門的知識・技能の習得や、幅広い実践的指導力の向上を目指します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

専門研修の達

成度 

専門研修において、実施後

に受講者が研修目的を達成

できたかを５段階で測定 

4.4 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 教育の質を高める環境の充実 

施 策 

⑴ 教職員の資質向上 

 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①主体的に自身の専門性を伸ばす研修の充実 

※専門研修：教職員が目的意識をもって、主体的に希望して受講する研修。 
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■ 現状と課題 

⚫「埼玉県 校長及び教員としての資質向上に関する指標」を踏まえ、教職員が各キャリアステージ

において求められる資質・能力を身に付けられるよう、各経験者研修※の内容の充実を図り、実施

しています。 

⚫教職員が各キャリアステージにおいて求められる資質・能力を身に付けられるよう、引き続き研修

内容・方法を工夫する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫国や県の指標を踏まえ、各教職員が各キャリアステージにおいて求められる資質・能力を身に付け

られるよう、経験者研修の内容のより一層の充実を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

経 験 者 研 修

の達成度 

経験者研修において、実施

後に受講者が研修目的を達

成できたかを５段階で測定 

4.4 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②各キャリアステージに応じた研修の充実 

 

細施策の指標 

※各経験者研修：教職員が経験段階に応じて受講する研修。 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 

施策の柱⑴ 教職員の資質向上 

初任者研修 開講式 中堅教諭等資質向上研修  



 

74 

 

 

■ 現状と課題 

⚫本市の喫緊の教育課題の解決に向けた研修を「特定研修」とし、中でも「学力向上」「ＩＣＴの活

用」「ふるさと学習」に関する研修を最重点として、継続して実施しています。 

⚫本市の喫緊の教育課題の解決に向けた研修を引き続き実施し、さらに充実・発展させるとともに、

研修した内容が実際の教育活動にどの程度生かされているかを把握し、研修の効果を検証する必

要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫重点を置いて実施する研修を定める等、特定研修のより一層の充実を図り、本市の喫緊の教育課題

の解決を目指します。 

⚫喫緊の教育課題の確実な解決のため、研修の効果測定方法を工夫し、効果的・機能的な研修体制の

整備を進めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

特定研修の 

達成度 

特定研修において、実施後に

研修目的を受講者が達成でき

たかどうかを５段階で測定 

4.3 4.5 

最 重 点 研 修

の効果 （％） 

最重点研修において、３か月

後に 参 加 者が 研修 内容 を活

用・共有した割合（予定含む） 

- 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③喫緊の教育課題の解決に向けた研修の充実 

 

細施策の指標 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 

施策の柱⑴ 教職員の資質向上 

川越 GIGA ポータルサイト（教職員用）  

オンライン研修同時双方向型の様子  
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■ 現状と課題 

⚫ 統合型校務支援システムの機能を拡充するとともに、グループウェアを活用した調査等の回答方

法の簡素化（回覧レポートやアンケート機能の積極的な活用）を図っています。 

⚫ 本市における教職員の時間外在校等時間※が県全体の平均値に比べ多く、改善していく必要があり

ます。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課 

⚫こどもたちへのよりよい教育を実現するため、教育委員会において、「学校以外が担うべき業務」

や「教師以外が積極的に参画すべき業務」について、具体的な計画を策定し、実行していきます。 

⚫教育委員会と学校とが教職員の負担軽減についてともに研究する場をつくり、学校における働き方

改革を推進します。 

⚫教員とスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等専門性をもつ職員等がそれぞれの

専門性を生かして、連携・協働することで、チームとしての組織体制を強化し、教職員一人ひとり

の負担軽減を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

時 間 外 在 校

等 時 間 の 削

減（％） 

勤務時間を除いた在校等時

間数が、月 45 時間又は年

360 時間以内の教職員の割

合 

31.5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細施策の指標 

 ④教職員の働き方改革の推進 

①  

※時間外在校等時間：公立学校教員が正規の勤務時間を超えて、学校教育活動に関する業務を行ってい
る時間。 

 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 

施策の柱⑴ 教職員の資質向上 
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■ 現状と課題 

⚫ 各学科において、35 人の少人数学級編制を実施し、一人ひとりに指導が行き届く授業を展開して

います。また、各学科の教育課程において、３年次に選択科目を設定し、様々な進路に対応できる

ようにしています。 

⚫ 魅力ある学校づくりを進めるために積極的に本市の教育に参画しようとする人材を確保し、質の

高い教育を実践することが必要です。また、生徒一人ひとりの希望する進路に向けた確かな学力・

技能等を培い、未来を切り拓くことのできる力を育むことが求められています。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課・市立川越高等学校 

⚫本市唯一の市立高校として、異校種や家庭・地域との連携を図りながら、時代の要請と市民の期待

に応える魅力ある学校づくりを進めます。また、普通科と商業に関する学科の併置校としての特色

を生かした教育活動の充実を図ります。 

⚫部活動の充実を図るために部活動外部指導者を導入し、実績のある部活動の活躍を通して、学校の

魅力を一層高めます。また、生徒の個別支援に対するスクールカウンセラーを配置し、学校生活や

進路選択に係る相談等、学校の教育相談活動の充実を図ります。 

⚫川越市主催のイベントなどで本校生徒会、及び部活動が地域貢献のために協力するとともに、多様

な学びの機会を創出するため、市内企業、大学、関係機関との連携を推進します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

特 色 化 推 進

に 関 す る 活

動の状況 

市内企業、大学、関係機関等

と連携した特色化推進に関す

る活動の状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 魅力ある市立川越高等学校づくりの推進 

 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①市立川越高等学校の活性化・特色化の推進 

 

川越市百周年で作成した生徒の作品 

 

 

オンラインによるイベントへの参加 

 

 

 

  

年間５回程度市内企業、大学、関係機

関等と連携した学校行事を企画し、多

様な学びの機会創出を目指します。 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 
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■ 現状と課題 

⚫Society5.0（創造社会）、ＤＸ（デジタル革命）に対応した教育を実施するため、全ての教職員が

ＩＣＴを適切に活用できることを目標にしています。 

⚫現状、大学受験の選抜方法において総合型選抜※を活用する生徒は多いが、一般選抜で受験する生

徒は一定数いるため、一般選抜に向けての対策と多様化する選抜方法への対応が求められていま

す。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課・市立川越高等学校 

⚫ＩＣＴ活用に関する研修、タブレット（iPad）利活用研修を実施し、Society5.0、ＤＸに対応した

教育を実践するため、多くの教員がＩＣＴを適切に活用できるように取り組みます。 

⚫主要５教科の教員を中心に大学進学予備校や民間教育機関の研修等に参加し、その成果を校内に普

及させることで進学指導力の向上を目指します。 

⚫全国教員研修プラットフォーム（Plant）を活用し、各教職員の研修履歴を記録するとともに資質

向上に関する指導助言等を行うなど、教職員の指導力の向上を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

教 職 員 研 修

の実施状況 

進路指導力向上のための全

教職員を対象とした研修の

実施状況 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総合型選抜：大学が求める学生像と受験生の個性や意欲を総合的に評価する入試。 

 ②進路指導力向上のための教職員研修の充実 

 

細施策の指標 

1 人 1 台タブレット（iPad） 

 

教職員研修 

 

  
年間５回程度研修を実施し、教職員

の指導力の向上を図ります。 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 

施策の柱⑵ 魅力ある市立川越高等学校づくりの推進 
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■ 現状と課題 

⚫小高連携、中高連携、高特連携など様々な企画を実施することで、異なる学校種の活動についての

理解を深め、発達の段階に応じた体系的なキャリア教育の充実を図るとともに、学校種間の連携が

円滑に進むようにしています。 

⚫市立川越高等学校の魅力を高めるためには、市立学校の児童・生徒に本校の取組を広く周知する必

要があり、希望する市内の小学校・中学校・特別支援学校との校種間連携を進めることが重要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課・市立川越高等学校 

⚫教職員一人ひとりがキャリア教育の理解を深め、学校全体で系統的なキャリア教育を推進する意義

を高めていきます。 

⚫市内小学生に対して、体操、パソコン教室、理科実験など小学生が楽しめる体験会、市内中学生に

対して、オンラインで参加ができる生徒会の生徒による高校生活紹介、市内特別支援学校の生徒に

対して、本校部活動生徒による合同でスポーツを行う体験会等、校種間連携を推進します。 

⚫管理職が市内中学校へ訪問し、中学生、又は保護者を対象とした進路ガイダンス、学校説明会等の

実施を推進します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

学校連携に関

する活動状況 

市内小・中学校・特別支援学

校と校種間連携としての企

画を実施した状況 

  

       

  

 ③小学校・中学校・特別支援学校と市立川越高等学校連携の推進 

 

細施策の指標 

小学生への体操教室 

 

管理職による保護者対象学校説明会 

 

 

  
年間 30 校程度活動を実施し、校種間

連携を推進します。 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 

施策の柱⑵ 魅力ある市立川越高等学校づくりの推進 
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■ 現状と課題 

⚫本校は、建築から 30 年以上が経過しており、施設・設備の老朽化が進んでいます。そのため、施

設・設備の維持・改修等の整備を計画的に推進する必要があります。 

⚫商業科目の学習のため、パソコン等のＩＣＴ環境を整備しています。情報化社会に対応できる技術・

能力を習得するため、時宜を得たＩＣＴ環境の整備・充実を推進する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 市立川越高等学校 

⚫ 施設・設備面から教育力の維持・向上を図るため、安全で快適な教育環境の整備を計画的に推進し

ていきます。 

⚫ 「情報活用能力の育成」や「主体的・対話的で深い学び」を実現するため、時宜を得たＩＣＴ環境

の整備・充実を推進していきます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

市 立 川 越 高

等 学 校 の 生

徒 、 保 護 者

の 満 足 度

（％） 

生徒、保護者への学校評価ア

ンケートにおける「入学して

（させて）よかったと思って

いる」の設問において、「当て

はまる」「だいたい当てはま

る」と回答した人の割合 

89.8 100 

   

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④市立川越高等学校教育環境の整備・充実 

細施策の指標 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 

施策の柱⑵ 魅力ある市立川越高等学校づくりの推進 

トイレの洋式化 

 

情報処理実習室のパソコンの入れ替え 
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■ 現状と課題 

⚫ 社会の一員として求められるスキルを、学校生活全般で学ぶことができるように、進路指導と学校

生活の一体化を目指し指導を行っていますが、受検者数の減少が続いています。 

⚫ 本校の特色を明確にし、本校の良さを広く周知していく必要があります。また、教職員の特別支援

教育に係る専門性を一層高め、社会の一員として求められるスキルを身に付けられるような指導

を目指す必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 市立特別支援学校 

⚫市立特別支援学校の教育活動が円滑に進められるようにするために、教育環境の整備・充実に向け

た支援体制の充実を図ります。 

⚫本校の特色を明確にし、学校説明会等で広く本校について周知します。合わせてホームページ等を

活用して情報発信を行います。 

⚫卒業後の「ひとりだちする生徒」を目指し、社会の一員として求められるスキルを習得させるため、

生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導が行えるように、教職員の専門性を向上させます。 

⚫特別支援学校のセンター的機能※を活用し、特別支援教育に係る情報発信等を行うことで、小・中

学校との繋がりを深めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

市立特別支援

学校へ入学し

たことについ

て の 満 足 度

（％） 

保護者アンケートで「入学

させてかなりよかった」「入

学させてよかった」と答え

た割合 

97.6 100 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 市立特別支援学校の充実 

 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①市立特別支援学校の整備・充実 

①市立川越高等学校の活性化・特色化の推進 

※センター的機能：特別支援学校が教育上の高い専門性を生かし、地域の小・中学校の特別支援教育に
関する指導や助言、相談等の中核的な役割を担うこと。 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 
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■ 現状と課題 

⚫小・中学校・市立川越高等学校に対して、児童生徒への支援方法や特別支援教育の理解等について

指導・助言を行っています。また、市内幼稚園・保育園に通う保護者等も参加可能な研修も開催し、

幼児や児童生徒の進路を保護者に考えてもらう機会を確保しています。 

⚫センター的機能の活用は継続して行い、必要に応じて指導・助言を行える体制を整えておく必要が

ありますが、活用している学校は限られており、さらなる周知や組織体制の整備が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター・市立特別支援学校 

⚫特別支援教育コーディネーターがセンター的機能の充実に専念できる体制の整備を進めます。 

⚫小・中学校・市立川越高等学校の教職員がセンター的機能の活用のイメージをもてるような情報提

供等の取組を進めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

市立特別支援

学校のセンタ

ー的機能の活

用状況（％） 

小・中学校・市立川越高等

学校において、市立特別支

援学校のセンター的機能

を活用した学校の割合 

49.1 80.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②市立特別支援学校のセンター的機能の充実 

 

細施策の指標 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 

施策の柱⑶ 市立特別支援学校の充実 

川越市立特別支援学校外観 
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施策 学びを支える教育環境の整備・充実  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫ 建築後 30 年以上が経過し、一度も大規模改造工事※を行っていない学校について、計画

的に工事を実施しています。また、トイレ改修工事については令和４年度に１系統目の改

修が完了し、令和６年度より残りの系統と外トイレの改修工事に着手しています。 

⚫ 大規模改造工事が当初の計画より遅れているほか、更新の検討対象校と大規模改造工事対

象校との調整が課題となっています。また近年は、受注者の人手不足などを原因とした入

札の不調が生じており、事業の進捗状況に影響を及ぼしています。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育財務課 

⚫「川越市小中学校施設整備計画※」に沿って計画的に大規模改造工事やトイレ改修工事を

推進します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

大規模改造工

事進捗率(％) 

市立小・中学校の大規模改

造工事の進捗率 
77.３ 95 

トイレ改修工

事進捗率(％) 

市立小・中学校のトイレ改

修工事の進捗率 
41.1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施 策 

⑴ 学校施設等の整備・充実 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①小・中学校大規模改造工事及びトイレ改修工事の推進 

トイレ改修工事を実施した学校 大規模改造工事を実施した学校 

※大規模改造工事：学校施設における外壁、屋上防水、外部建具などの改修工事。 

※川越市小中学校施設整備計画：小・中学校の施設整備の促進を図り、児童・生徒が快適で安全な学校
生活を送ることを目的として定めた計画。 
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■ 現状と課題 

⚫耐用年数の目安である 30 年を経過した重要設備（受変電設備、受水槽設備、エレベーターなど）

について、計画的な更新を実施しています。 

⚫設備の老朽化が進行しているため、突発的に故障が生じる場合があります。また、一部の部品で製

造が中止となっている場合があり、代替品の調達等に時間を要することがあります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育財務課 

⚫「川越市小中学校施設整備計画」に沿って計画的に受変電設備等の重要設備を更新します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

重要設備更新

工事実績 

市立小・中学校の重要設備

更新工事実績 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②小・中学校重要設備の更新 

細施策の指標 

老朽化した重要設備について、計画的

に工事を実施します。 

エレベーター改修工事を実施した学校 受水槽設備更新工事を実施した学校 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施策の柱⑴ 学校施設等の整備・充実 
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■ 現状と課題 

⚫熱中症対策として、全学校の特別教室※における早期の空調設備設置が望まれているため、段階的

に設置を進めています。 

⚫学校からは、早期に空調設備を設置することが望まれていますが、他の工事との整備時期の調整が

課題となっています。また、近年は受注者の人手不足などを原因とした入札の不調が生じており、

事業の進捗状況に影響を及ぼしています。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育財務課 

⚫「川越市小中学校施設整備計画」に沿って、計画的に特別教室等への空調設備の設置を推進します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

特別教室空調

設 備 進 捗 率

(％) 

市立小・中学校で設置を予

定する全特別教室数におけ

る空調設備の設置教室の設

置率 

43.0 100 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③小・中学校空調設備設置の推進 

 

細施策の指標 

特別教室空調設置工事を実施した学校 体育館空調設備設置工事を実施した学校 

※特別教室：学校における、理科・音楽・家庭科などの授業を行う普通教室以外の教室。空調設備の設
置対象では、音楽室、図書室、視聴覚室、理科室、図工室、家庭科室、美術室、技術科室を対象とし
ている。 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施策の柱⑴ 学校施設等の整備・充実 
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■ 現状と課題 

⚫学校司書研修会にて「川越市子ども読書活動推進計画※」についての周知、市立図書館との連携に

よる学校司書の技能向上を行うことで、学校図書館の充実を図っています。また、市立図書館は、

市立小・中・高校・特別支援学校へ団体貸出を行っています。 

⚫学校図書館図書標準※を達成するために、図書の整備を進める必要があります。市立図書館は、学

習指導要領に基づくカリキュラムに関連した資料選定を進め、団体貸出を促進するなど、学校図書

館との連携を深める必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課・中央図書館 

⚫蔵書数を増やし、魅力ある学校図書館の充実を図り、児童生徒の読書活動を推進します。 

⚫児童の調べ学習や読書活動を支援するため、学校図書館と市立図書館の連携を深めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

学校図書館図

書標準達成率

(％) 

各市立小学校における学校

図書館図書標準の平均の達

成率 

92.9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④学校図書館の充実 

細施策の指標 

※川越市子ども読書活動推進計画：「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項に規定する、
本市におけるこどもの読書活動の推進に関する施策についての計画。 

※学校図書館図書標準：文部科学省が公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として、
平成５年３月に定めたもの。学級数に応じて標準冊数が示されている。  

 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施策の柱⑴ 学校施設等の整備・充実 
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■ 現状と課題 

⚫ 教育センターは、教職員が学ぶ（教職員研修）施設、市民が憩い学ぶ（市民開放）施設として運営

しており、年間を通して多くの利用者が集う施設となっています。また、第一分室（リベーラ）、

第二分室を教育相談施設として運営し、教育相談機能の充実を図っています。 

⚫ 教育センターの３施設とも老朽化が進み、施設によってバリアフリーの未対応や多目的トイレ未

設置等、機能が不足しているので、改修や修繕が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育センター 

⚫教育センターについては、教職員が学ぶ施設、市民が憩い学ぶ施設として、利用する教職員、市民

が安心して利用できるよう整備運営を進めます。 

⚫第一分室（リベーラ）、第二分室については、教育相談施設として、利用する保護者や児童生徒が安

心して相談できるよう整備運営を進めます。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

教育センター

施設設備の整

備状況 

教育センター、第一分室（リ

ベーラ）、第二分室の施設設

備の修繕・工事の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細施策の指標 

 ⑤教育センター施設の整備・充実 

 

教育センター３施設の施設設備に
ついて、利用者が安心して施設を利
用できるように修繕・工事を実施し
ます。 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施策の柱⑴ 学校施設等の整備・充実 

教育センター外観 第一分室（リベーラ）外観 第二分室外観 
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■ 現状と課題 

⚫ 学校の規模、通学区域、学校の統合等、課題や問題点を検討するための検討委員会の開催や川越市

立小中学校適正規模・適正配置審議会を開催しました。 

⚫ 川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会において、調査審議を進めましたが、少子化の進展に

伴い、小規模化が進んでいる等の状況にある学校への具体的な取組の検討が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課 

⚫こどもたちが社会で自立できる力を身に付けることを目標に、切磋琢磨して成長できる川越市立

小・中学校の在り方を検討し、適切な教育活動が維持できる環境を整えます。 

⚫川越市立小・中学校の適正規模・適正配置について、保護者や地域住民等の意向を把握した上で、

地域の実情に応じた適正な規模や配置について方向性を定めます。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

川越市立小・

中学校の適正

規模・適正配

置の検討 

効 率 的 な 学 校 施 設 の 管 理

と、適切な教育活動を維持

していくため、適正な規模

や配置の検討 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 小・中学校の適正規模・適正配置 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①小・中学校の適正規模・適正配置等の検討 

  

適正な規模や配置について庁内検

討会議を開催し、方向性を定めま

す。 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 
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■ 現状と課題 

⚫ 地産地消の取組として、学校給食食材（青果）に占める地場産農産物の重量比については、25.5％

（令和６年度）となっています。また、給食の安全性を最優先に確保するため、食物アレルギー対

応食（卵・乳・卵乳の除去食）を児童 91 名、生徒 25 名（令和７年５月１日）に提供しています。 

⚫ 学校給食食材の高騰対策について、主食をはじめとする食材の高騰が著しいため、質と量を確保し

た給食を提供することが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校給食課 

⚫安全、安心で、栄養のバランスが取れた「おいしい給食」を提供するため、学校給食で使用する

食材の安全確保に努めるとともに、地場産農産物を積極的な使用を推進します。 

⚫食物アレルギー対応食について、安全で確実な実施体制を保持し、内容の拡充を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

学 校 給 食 の

満足度(％) 

市立小学校第６学年及び市立

中学校第３学年を対象に実施

した調査にて、小・中学校の

学校生活を通して、給食が 「と

てもおいしかった」「おいしか

った」と回答した児童生徒の

割合 

84.9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 学校給食の充実  

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①給食内容の充実 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

学校給食の様子 川越産食材を使用した給食 
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■ 現状と課題 

⚫令和６年度における施設や設備の修繕の件数は、93 件（学校給食課１件、菅間学校給食センター

77 件、今成学校給食センター15 件）で工事の件数は、１件（菅間学校給食センター）となってお

り、各センターの施設や設備の状況を総合的に検証する必要があります。 

⚫施設や設備の老朽化、今後の児童生徒数の推移等を踏まえ、３つの学校給食センター（菅間学校給

食センター、菅間第２学校給食センター、今成学校給食センター）における機能や役割を勘案し、

施設・設備の更新や改修を検討する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校給食課 

⚫施設の改修と設備の修繕等を計画的に推進します。 

⚫菅間学校給食センターの設備の更新、菅間第２学校給食センターの設備の改修及び今成学校給食セ

ンターの施設の更新について、現状把握に努めるとともに、計画的に事業を進めます。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

施 設 や 設 備

の 修 繕 等 の

実施 

各センターの施設や設備の

状況に応じた、計画的な修

繕等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②学校給食施設の整備 

細施策の指標 

老朽化した施設や設備について、計画

的に更新や改修を実施します。 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施策の柱⑶ 学校給食の充実 
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■ 現状と課題 

⚫ 児童生徒には交通安全教育や防犯教育を実施し、安全教育の推進を図っています。また、関係機関

等と連携を図り、児童生徒の登下校の見守りと通学路の整備を進めています。 

⚫ 時代の変化とともに、各学校の実態に応じて作成されている危機管理マニュアルの見直しが必要

です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫各学校において、実践的な交通安全指導の充実や防犯教育の推進を促進します。 

⚫学校と地域が連携し、児童生徒の登下校における見守り体制及び防犯体制の構築を図ります。 

⚫各学校における危機管理マニュアルの点検とともに、各学校に対して、時代に即したマニュアルの

提供を進めます。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

地 域 の 人 材

の活用状況 

地域の人材による見守り活動

の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ こどもたちの安全・安心の確保 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①安全教育の推進 

児童生徒が安全に登下校できるよう

に、地域の人材によるこどもの見守り

活動に取り組みます。 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 
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■ 現状と課題 

⚫防災教育では、「自分の身は自分で守る」ことを基本としながら、教科等横断的な視点で、防災教育

を位置付けた年間指導計画の作成を推進しています。 

⚫大地震や大雨による災害発生時には、小・中学校が地域の避難所となることから、日頃から学校を

拠点に地域と連携して、地域全体で防災力強化に取り組むことが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫地震や火災等を想定した避難訓練を各学校の年間指導計画に位置付け、児童生徒の防災意識を高

め、発達段階に応じて自ら危険を回避する能力の育成を図ります。 

⚫各学校において、防災マニュアルを検証し見直すとともに、それらを的確に活用できるよう教職員

の安全意識及び災害対応能力の向上を図り、連携や情報共有の方法について保護者に周知するな

どして、日頃から児童生徒の命を守る防災体制の強化を図ります。 

⚫各学校の地域実態等を踏まえた、避難所運営・設営に係るマニュアルを作成し、地域と連携した災

害対応体制の構築を推進します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

防 災 マ ニ ュ

ア ル の 改 善

状況 

全市立学校における防災マ

ニュアルの改善状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②防災教育の推進 

細施策の指標 

市内教職員を対象とした研修を充実

させ、児童生徒の命を守る防災体制

の強化のために、毎年度当初に防災

マニュアルの改善を実施します。 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施策の柱⑷ こどもたちの安全・安心の確保 
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■ 現状と課題 

⚫学童保育室については、入室要件を満たした児童を受け入れるため、余裕教室の活用等を行うこと

で、放課後等の居場所をつくり、児童の安全・安心の確保を図っています。また、学童保育室の老

朽化が進んでいることから、優先順位を付けて改修に取り組んでいます。 

⚫毎年の利用者数の増加に伴い、支援単位※も増えており、放課後児童支援員及び補助員の確保や資

質向上が必要となっています。また、学童保育室の狭あい化及び老朽化が進行しているため、改修

等を行い、保育環境を改善する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育財務課 

⚫就労等により保護者が放課後等に保育が困難である児童の放課後等の安全・安心を確保し、健全な

育成を図ります。 

⚫放課後児童支援員及び補助員の確保及び質の向上を図ります。 

⚫学童保育室の整備・改修等を行い、保育面積の拡張・保育環境の改善を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

放 課 後 児 童

支 援 員 資 格

保有率（％） 

学童保 育 室 で 働く 職員 のう

ち、放課後児童支援員の資格

を有する職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③学童保育の充実 

細施策の指標 

※支援単位：学童保育室で保育を行う上での児童の集団の単位。学校におけるクラスと同じ。  

放課後児童支援員資格の保有率 90％

以上維持を目指します。 

 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施策の柱⑷ こどもたちの安全・安心の確保 

学童保育室で過ごすこどもたちと支援員 改修した学童保育室のロッカー 
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施策 家庭・地域の教育力の向上  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫ 家庭教育は、全ての教育の出発点であり、こどもたちの生活習慣の形成や自己肯定感や自立心を育

成し、心身の発達を図る上で重要な役割を担っていますが、近年は家庭環境の多様化や地域コミュ

ニティの希薄化により、家庭を取り巻く社会状況は大きく変化しています。 

⚫ 時代や社会情勢の変化に応じた家庭教育講座や家庭教育学級※の実施方法を検討する必要があり

ます。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 地域教育支援課 

⚫乳幼児の親や児童生徒の保護者を対象に、こどもの成長・発達段階に応じた家庭教育に関する学習

機会の提供を図ります。 

⚫小・中学校で実施している家庭教育学級の開催を支援します。 

⚫家庭教育に関する情報発信の充実を図るため、他部署と連携し効果的に発信することで、家庭の教

育力の向上を目指します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度)  令和 12 年度 

家 庭 教 育 の

支援状況 

幼・保・高家庭教育講座、親

の学習講座、ＰＴＡ家庭教

育学級運営講座を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 家庭・地域の教育力の向上 

施 策 

⑴ 家庭や地域への支援 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①家庭教育の支援 

※家庭教育学級：保護者が親としての役割や責任を自覚するため、一定期間継続して、家庭における望
ましい生活習慣や倫理観などを学ぶための活動。 

家庭教育の向上のため、各種講座の開催

により学習の機会を提供します。 
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■ 現状と課題 

⚫こどもたちの学習や体験活動の充実を図り、地域ぐるみでこどもたちを育てていくため、子ども会

育成団体連絡協議会やＰＴＡ連合会等の社会教育関係団体の活動を支援しています。 

⚫少子化や共働き世帯の増加など、社会環境の変化に合わせた団体への支援方法等について、引き続

き検討する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 地域教育支援課 

⚫子ども会育成会活動の充実・活性化のため、川越市子ども会育成団体連絡協議会との共催により、

人材育成及び資質向上のための事業の実施を図ります。 

⚫保護者や教職員がともに学ぶ講演会や研究会を通じて、様々な立場の方がつながる機会を設け互い

に支え合いながら情報を発信していきます。 

⚫社会教育関係団体の活動や抱えている課題等を把握するとともに、必要な支援を行います。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

各社会教育団

体への支援状

況 

子ども会育成会活動やＰＴ

Ａ活動への支援の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②社会教育関係団体への支援 

細施策の指標 

 

社会教育関係団体の活動の継続と

活性化のため、子ども会育成会活動

への支援（新育成者研修会、ジュニ

アリーダースクール、ジュニアリー

ダー野外学習の開催）やＰＴＡ活動

への支援（ＰＴＡ講演会、ＰＴＡ研

究集会、高等学校を知る会の開催）

などを通じて、学習の機会を提供し

ます。 

 

 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

施策の柱⑴ 家庭や地域への支援 
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■ 現状と課題 

⚫公民館では、社会教育の推進のため、公民館登録グループが主体となって、公民館まつりや公開講

座等を開催しています。 

⚫公民館は社会教育の拠点として地域活動の支援が期待されていますが、地域住民の高齢化や人々の

ライフスタイルの変化により地域組織や行事の担い手が不足しています。地域の教育力を向上さ

せるには、地域で活動している団体を支援することや人と人とのつながりを深める機会を創出す

ることが重要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 中央公民館 

⚫地域の教育活動を充実させるため、社会教育の推進を担う各団体が円滑に活動できるよう支援しま

す。また、公民館が地域住民をむすぶ場として機能を果たし、住民が学びの成果を広く共有し、地

域コミュニティの活性化を図ります。 

⚫公民館事業を通じて、公民館を拠点とした地域の教育活動の担い手の育成を図るとともに、公民館

講座に地域人材を積極的に活用し、地域のネットワークづくりを推進します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

地域人材登用

率（％） 

地域人材を登用した公民館

講座の割合 
40.9 50 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③地域の教育活動への支援 

細施策の指標 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

施策の柱⑴ 家庭や地域への支援 

中央地区子どもサポート委員会 

「EYE 愛こども教室」 

親子で田植え体験 
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■ 現状と課題 

⚫ 管理職等を対象にした研修会や、かわごえミドルリーダー研修会でコミュニティ・スクールの役割

等や、各学校の効果的な事例等について共有しています。 

⚫ 各学校において取組の進捗に差があるため、各地域で継続的に参画できる人材や地域と学校をつ

なぐコーディネーターの確保や発掘の必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課・地域教育支援課 

⚫地域と学校が連携・協働できる仕組みづくりを目指します。 

⚫コミュニティ・スクールに関する研修の充実を図り、家庭・地域・学校が連携・協働してこどもた

ちを育む体制づくりを推進します。 

⚫地域の教育力を有効に活用し、学習支援等の具体的サポートを得ることで、教育活動の充実を図り

ます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

学 校 と 地

域 や 保 護

者 の 相 互

理解(％) 

【全国学力・学習状況調査】 

「コミュニティ・スクールや地

域学校協働活動※等の取組によ

って、学校と地域や保護者の相

互理解は深まりましたか。」とい

う質問に 「そう思う」と回答した

学校の割合 

31  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 家庭・地域・学校の連携・協働 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①コミュニティ・スクールの推進 

※地域学校協働活動：地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等
の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体でこどもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核
とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活
動。 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

コミュニティ・スクールの仕組み 学校運営協議会の様子 
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■ 現状と課題 

⚫各学校において、多様な体験活動が展開できるよう学校運営協議会※の熟議を通じて、地域住民等

との連携を図っています。その結果、地域住民が積極的に学校運営に参画している学校が増えてい

ます。 

⚫多様な経験をもつ地域人材が学校現場で専門的な知識・経験を生かし、より効果的な学校教育を実

現するため、より一層の外部人材の活用が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課 

⚫小学校、中学校、特別支援学校が特色ある学校づくりを推進していくため、多様な体験活動が展開

できるように関係団体や地域住民と連携し、各学校の学校教育活動の一層の充実を図ります。 

⚫地域人材を活用し、専門的知識、技能の習得、地域に根ざした教育等、指導力の向上を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

地 域 人 材 活 用

事 業 登 録 者 数

（人） 

各学校 で登 録し てい る 地

域人材の数 
859 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②外部人材の積極的な活用 

細施策の指標 

※学校運営協議会：教育委員会により任命された委員が、学校の運営とそのために必要な支援について
協議する合議制の機関。 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

施策の柱⑵ 家庭・地域・学校の連携・協働 

「ふるさと川越」への誇りや愛着を育む多様な体験活動の様子 

お囃子 稲刈り 
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■ 現状と課題 

⚫教職員による自己評価、児童生徒やその保護者など外部アンケートの実施、学校関係者評価を実施

するなど、全ての市立学校（56 校）で学校評価を実施しています。 

⚫学校評価をより効果的なものにするため、学校評価を行う全ての対象に対し、学校の方針や実際の

教育活動等について、より深く理解してもらうことが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 学校管理課 

⚫学校が設定した目標の達成度や状況を明らかにして、ＰＤＣＡサイクルによる学校の自己評価、外

部アンケート、学校関係者評価を実施します。 

⚫学校評価を通して、教育活動等の成果を検証し、学校運営の改善と充実を図るとともに、地域に開

かれた特色ある学校づくりを目指します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

学校評価の活

用 

学校評価の結果から、学校

が設定した目標や教育活動

に対しての達成状況等を検

証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③学校評価の活用 

細施策の指標 

学校評価を実施し、学校が設定した

目標や教育活動に対しての達成状

況等について検証し、学校だより等

で周知を図ります。 

 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

施策の柱⑵ 家庭・地域・学校の連携・協働 
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■ 現状と課題 

⚫子どもサポート委員会は、子どもサポート事業※の実施を通じて、学校と地域がより多くの情報を

共有し、学校応援団活動※や地域の特色を生かした活動を支援しています。 

⚫子どもサポート事業は、社会情勢の変化に伴い、よりこどもたちの実態に即したものになるように

活動の見直しが求められています。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 地域教育支援課 

⚫こどもたちが地域社会とのつながりを深め、地域の一員としての意識を育むよう、こどもたちの実

態に即した活動をするほか、地域の特色を生かした体験活動の推進などにより、地域全体でこども

たちを育てる取組の充実を図ります。 

⚫持続可能な運営を実現するために、積極的な情報発信を行い、地域の人材を確保し、地域の多様な

人材が教育活動に参加し、こどもたちの成長を支える基盤の強化を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

「 地 域 の 特

色 を 生 か し

た体験活動」

へ の 満 足 度

(％) 

各 地 区 の 子 ど も サ ポ ー ト 委

員会において、「地域の特色

を生かした体験活動」参加者

ア ン ケ ー ト の 満 足 度 を ５ 段

階で評価した際、上位３つの

評価（満足していると感じる

評価）が占める割合 

－ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④家庭・地域・学校の連携推進 

細施策の指標 

※子どもサポート事業：こどもたちの豊かな人間性や社会性など「生きる力」を育むため、家庭、地域、
学校及び社会教育施設が連携・協力し、人と人とのネットワークを構築しながら、地域ぐるみでこど
もたちを育てる体制をつくることを目的とする。市内を公民館区ごとに 14 地区に分け、各地区で「地
域の特色を生かした活動」「学校応援団活動」「放課後子供教室」の三つの領域を参考にしながら取り
組む事業。 

※学校応援団活動：学校における学習活動、安心・安全確保、環境整備などについてボランティアとし
て協力・支援を行う保護者・地域住民による活動のこと。  

 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

施策の柱⑵ 家庭・地域・学校の連携・協働 

家庭・地域・学校の連携に関わる研修会 子どもサポートコンクール「小江戸見っけ隊」展示会  
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■ 現状と課題 

⚫こどもたちが地域社会の中で、心豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進するため、地域住民の

参画を得て多様なプログラムを実施するほか、放課後児童クラブ※(学童保育室)との連携などによ

り活動の幅を広げ充実を図りながら、市内 18 校の小学校で放課後子供教室※を実施しています。 

⚫各放課後子供教室の運営委員やボランティアの確保、開設校増加に伴う職員の増員が課題となって

います。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 地域教育支援課 

⚫地域住民の参画を得て、こどもたちが安全・安心に過ごせる放課後子供教室を地域の実情に合わせ

て導入し、持続可能な運営を目指します。 

⚫申込み手続きのオンライン化を進め、運営委員や事務局の事務負担を軽減し、地域の人材確保に向

けた情報発信の強化を図ります。 

⚫ボランティアの協力を得るために、近隣の高校・大学への働きかけを行うほか、研修会の開催など

により各教室間での情報共有やスキルアップ、ボランティア同士の交流の促進を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

放課後子供教

室 実 施 校 数

（校） 

放課後子供教室を実施し

ている市内小学校数 
18 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤放課後子供教室※の推進 

細施策の指標 

※放課後児童クラブ：保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後に適切な遊
びや生活の場を提供し、その健全な育成を図るもの。  

※放課後子供教室：こどもたちが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動ができるよう、地域
住民等の参画を得て、放課後に全ての児童を対象として、学習や体験・交流活動などを行う事業。  

 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

施策の柱⑵ 家庭・地域・学校の連携・協働 

地域住民との体験活動（モルック） 放課後子供教室研修会 
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■ 現状と課題 

⚫ 市立中学校における部活動に対し、部活動指導員※の配置や、顧問とともに部活動の運営を補助す

る部活動支援員※を配置することで、部活動の充実を図っています。 

⚫ 部活動の意義を理解し、適切に指導をすることができる人材の確保が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 教育指導課 

⚫学校部活動の地域連携の取組として、「学校教育法施行規則」に規定する部活動指導員や、顧問と

協力して専門的な指導が行える地域の人材（部活動支援員）を配置することで、生徒の活動機会の

確保を図ります。 

⚫川越市立中学校における部活動について、休日及び平日を含めた地域クラブへの移行を進めるため

に、人材の確保のための広報活動等を推進します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

部 活 動 指 導

員・部活動支

援員の配置状

況 

市立中学校全校における部

活動指導員・部活動支援員

の配置及び人材確保の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細施策の指標 

 ⑥学校部活動の地域連携・地域展開 

 

生徒の活動機会の確保や部活動の充実

を図るために、地域と連携しながら、全

ての部活動に部活動指導員・支援員を

適切に配置できるよう人材確保に努め

ます。 

※部活動指導員：中学校において部活動等に係る技術的な指導に従事する者として、教育委員会が任用
する。指導員は、顧問の教諭と連携・協力しながら、主に実技指導や、学校外での活動（大会・練習
試合等）の引率等を行う。 

※部活動支援員：生徒の自主的・主体的な活動の一層の充実を図るための、専門的な指導が行える地域
の人材（団体含む）。支援員は、顧問の教諭と連携・協力しながら、主に実技指導を行う。  

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

施策の柱⑵ 家庭・地域・学校の連携・協働 
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施策 生涯学習活動の推進  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫ 公民館は、身近な学習拠点として、こどもの体験、子育て支援、生きがいづくり、文化や趣味教室

などライフステージに応じた取組を実施しています。その他現代的課題への取組は公民館に対す

る新たな期待となっており、オンライン学習やＳＮＳでの情報発信など多様化するツールに対応

することが求められています。 

⚫ 多様化する学習ニーズに対応するには、公民館のアイディアだけでなく、公益団体やＮＰＯ※、企

業などと協働する必要があります。また、地域の特色や社会の要請に応じた学習機会を提供するた

めには、きめ細かなプログラムや魅力ある事業企画が求められます。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 中央公民館 

⚫健康や環境、防災、多文化共生、情報革新、ＳＤＧｓといった社会情勢に応じて変化する課題に対

応した講座を開催し、地域の特色や社会の要請に応じた学習機会の提供を図ります。 

⚫公民館事業の持続可能な運営体制を構築するとともに、多様化する学習ニーズに応じるため、公民

館のアイディアだけでなく、公益団体やＮＰＯ、企業などと協働して学習機会の提供を図ります。 

⚫きめ細かなプログラムや魅力ある事業を通じて参加者の学びを深め、地域の課題解決に一助となる

よう努めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

連携事業割合

（％） 

公益団体やＮＰＯ、企業な

どと連携した公民館講座の

割合 

25.4 35 

 

 

 

 

 

 

８ 生涯学習活動の推進 

施 策 

⑴ 市立公民館の充実 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①ライフステージ※における課題や現代的課題の学習 

※ライフステージ：人間の一生における児童期、青年期、成人期、高齢期などのそれぞれの時期。  

※ＮＰＯ：営利を目的とせず、市民が主体となって自発的、継続的に様々な社会貢献活動を行う団体の
こと。 
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■ 現状と課題 

⚫公民館は、従来から団体活動を行うことを中心に地域住民の学習や交流の場として機能してきまし

た。今後は、個人の学習活動等のニーズに応えるために、こどもから大人まで誰もが学習や余暇活

動の場として活用しやすくすることが求められています。 

⚫公民館の運営は、公民館運営審議会からの提言等を事業に反映させ、現代的なニーズを取り入れた

運営が求められます。また、職員は、社会教育活動における実践的なスキルを身に付ける必要があ

ります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 中央公民館 

⚫身近な学習拠点として、行政と地域の団体や住民等が連携・協働し、個人が自主的に学べる環境を

整えることで、こどもから大人が安心して、遊び、学び、集い、スポーツ、文化活動を行える居場

所づくりを推進します。 

⚫公民館運営審議会や各公民館運営協力委員会からの意見や提言をもとに利用者のニーズを捉えた

事業の企画を行います。 

⚫公民館職員を対象とした研修を実施し、社会教育活動指導者としての意識向上及び学習事業の主催

者やコーディネーターとしての技術向上を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

空き部屋等を

開放した居場

所づくりの取

組率(％) 

空き部屋等を開放し、個人

が自主的に学べる場として

活用する居場所づくりに取

り組んだ公民館の割合 

22.2 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 ②生涯学習活動の拠点としての公民館運営 

細施策の指標 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑴ 市立公民館の充実 

放課後子供教室「かかし」 子育てサロン「パパっこサロン」 

身近な学習の場として、公民館で住民が様々な学習や交流を行っている様子 
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■ 現状と課題 

⚫公民館は身近な社会教育施設であり、既存の公民館 19 館のうち 11 館が建設から 35 年以上経過

して老朽化が進んでいる中、霞ケ関北市民センターと霞ケ関北公民館は市内で唯一建物が別にな

っていたため、複合化を進め令和７年度に開館しました。 

⚫今後の公民館の整備については、利用者のニーズを把握し、利用しやすい施設にするために、大規

模改修や施設整備の更新などを総合的かつ計画的に進める必要があります。また、新たな公民館の

設置については、様々な角度から総合的に検討する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 中央公民館・地域教育支援課 

⚫地域の学習拠点としての機能を発揮するため、公民館施設の修繕や施設整備の更新を行い、誰もが

利用しやすい快適な施設環境の提供を図ります。 

⚫公民館の設置については、社会状況の変化を見極めつつ、地域の人口や周辺の公共施設の設置状況

を考慮して検討します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

公民館の施設

整備の状況 

公民館施設の空調機、水回

り、電気設備等の修繕の実

施状況 

37,553,407 円 

－ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③公民館の設置及び既存公民館の整備 

細施策の指標 

公民館利用者が利用しやすい環境

整備のため、計画的に必要な修繕を

実施します。 

 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑴ 市立公民館の充実 

霞ケ関北市民センター外観 霞ケ関北公民館窓口 
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■ 現状と課題 

⚫ 市立図書館は、地域の身近な情報拠点として、資料を収集・保存し、市民の利用に供しています。

また、デジタルアーカイブ※として古地図等の公開を実施しています。 

⚫ 市民の教養や学習意欲を向上させ、豊かな心や生きがいを育むために、市民ニーズに合った多様な

資料の収集が必要です。また、市民へのアンケートの結果「図書館資料の充実」の要望が多くあり、

引き続き資料を充実させていくことが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 中央図書館 

⚫市民のニーズに応えるため、各分野の資料や多様な形態の資料の収集に努めます。 

⚫歴史と伝統がある川越の地域資料の収集、整理、保存、活用に努め、デジタルアーカイブの充実を

図ります。 

⚫新たな情報や資料を提供するため、受入資料の増加に努めるとともに、適切な資料管理を行い、蔵

書冊数に対する新規受入冊数の割合の向上を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

図 書 新 鮮 度

(％) 

評価年度に新規に受け入

れた図書の冊数が当該年

度末の蔵書冊数に占める

割合 

1.17 1.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 市立図書館の充実 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①資料の充実 

※デジタルアーカイブ：歴史的資料や文化財、文書、映像、音声などをデジタル化して、保存・整理し、
いつでも利用できるようにする仕組や取組のこと。 

 

施策８ 生涯学習活動の推進 

川越市立中央図書館 柳沢侯時代川越図(元禄七年) 
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■ 現状と課題 

⚫来館者への快適な読書環境の提供に努めるとともに、来館しなくても利用できる電子書籍サービス

も行っています。 

⚫社会の変化に応じた図書館運営方法について検討を進めるとともに、老朽化した施設・設備の整備、

改修を計画的に行う必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 中央図書館 

⚫誰もが読書に親しむことができるよう、デジタルサービスなどの非来館型サービスの普及に努め、

利用促進を図ります。 

⚫館内の快適な読書・学習環境を維持し、閲覧席や自習席を提供するとともに、老朽化した施設・設

備の整備、改修を計画的に実施します。 

⚫図書館遠隔地においても市民に読書の機会を提供するよう、公民館等と連携し貸出等の利便性向上

を推進します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

電子書籍サー

ビスの登録者

数(人) 

電子書籍サービスの登録者

数 
17,891 37,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ②読書環境の充実 

細施策の指標 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑵ 市立図書館の充実 



 

107 

 

 

■ 現状と課題 

⚫こどもと本をつなぐおはなし会、学習意欲に応える講座、学習機会を提供する特集展示等を開催し

ています。また、大学生の図書館実習、高校生や中学生の社会体験事業などを受入れています。 

⚫多様な学習意欲を喚起するため、市民の興味・関心の高い分野の展示を行い、資料を提供する必要

があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 中央図書館 

⚫市民の多様な学習意欲に応えるため、図書館資料を活用し、講座や特集展示等の事業に計画的に取

り組みます。 

⚫図書館事業協力員※と協働しておはなし会等の事業の充実を図ります。 

⚫学校、地域及び関係機関などと連携し児童生徒や市民の学習活動の支援を推進します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

特 集 展 示 の

実 施 回 数

(回/年) 

全館における月１回のテーマ

展示、文学賞展示及び追悼展

示等、資料展示の実施回数 

169 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ③学習活動の支援 

細施策の指標 

※図書館事業協力員：図書館の事業を支援する個人や団体のこと。読み聞かせボランティアや、障害者
サービスの音訳者・点訳者が活躍している。 

 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑵ 市立図書館の充実 
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■ 現状と課題 

⚫市民の「知りたい」に応える情報提供サービスを行っています。また、誰でも利用できるよう多様

なサービスの提供に努めています。 

⚫情報収集ツールの多様化が進む中、精度の高い情報提供を行う必要があります。また、市民の多様

なニーズに応え、図書館利用を促進するためにサービスを常に見直し、充実に努める必要がありま

す。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 中央図書館 

⚫誰でも利用できるよう多様なサービスの充実を図ります。 

⚫信頼できる精度の高い情報提供サービスを行います。また、情報提供サービスの事例公開を進めま

す。 

⚫社会情勢に応じた、また市民のニーズを捉えたサービスを行うため、他自治体・関係機関・企業・

団体などとの連携を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

図書館登録率

(％) 

図書館の利用登録をしてい

る市民の割合 
16.7 17.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ④図書館サービスの充実 

細施策の指標 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑵ 市立図書館の充実 
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■ 現状と課題 

⚫ 川越にゆかりのある歴史資料を中心とした、郷土資料の収集・保存に努め、展示資料への活用と常

設展の充実を図るとともに、より魅力的・効果的な展示を実施すべく、市民のニーズの把握に努め、

積極的な情報発信を行っています。 

⚫ 博物館の展示への関心や理解の向上を図るため、企画展などの成果を生かして常設展示室の展示

内容・展示資料の更新を行うとともに、情報提供の充実のためのデジタルアーカイブなどを整備す

る必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 博物館 

⚫新たな研究成果を展示に反映させるとともに、学びやすい展示方法を検討し、常設展示室の展示内

容・展示資料の更新を図ります。 

⚫博物館の展示への関心や理解の向上を図るため、情報提供の充実に努めるとともに、デジタルアー

カイブなどの整備を目指します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

博物館等の利

用 者 数 ( 人 /

年) 

博物館、本丸御殿などの入

館者数及び企画展等に関

連した講座等の年間利用

者数 

181,436 200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

⑶ 市立博物館の充実  

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①展示機能の充実 

施策８ 生涯学習活動の推進 

博物館外観 近世展示室 
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■ 現状と課題 

⚫川越にゆかりのある歴史資料を中心とした郷土資料の収集・保存に努め、整理・点検作業を継続的

に実施して限られた収蔵スペースを効率的に運用するとともに、収蔵庫に納まらない資料につい

ては館外の遊休施設を暫定的に利用しています。 

⚫展示、調査研究業務などと並行しての膨大な資料の整理作業は長期化が見込まれ、計画的な実施が

求められています。また、暫定的に利用している収蔵施設はいずれも収納面積が狭く、保存環境も

悪いため、恒常的な収蔵施設の確保についても引続き検討する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 博物館 

⚫川越の歴史と文化に係る資料の収集・整理に努めるとともに、収集後の資料の点検作業を継続的に

実施していくことで、その保存と活用を図ります。 

⚫資料を適切に保存するため、恒常的な収蔵施設の確保を目指します。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度)  令和 12 年度 

新たに収集し

た 資 料 点 数

（点） 

博物館の受入れ基準を満た

し、寄贈及び購入により年

度内に新たに収集した資料

点数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②郷土資料の収集・保存 

細施策の指標 

川越にゆかりのある郷土資料を適切

に調査・精査し収集します。 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑶ 市立博物館の充実 
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■ 現状と課題 

⚫大人向け及びこども向けの講座・教室等について内容の充実と利用機会の向上に努めるとともに、

小・中学校等との連携を進め、学校のニーズを踏まえた博物館活用を積極的に行い、川越の歴史・

文化等の郷土を意識した学習を推進しています。 

⚫市民の講座・教室等への高い参加意欲に対応するため、より多くの市民が参加できる講座・教室等

の企画・実施について検討するとともに、小・中学校等との連携では、ふるさと学習の推進に伴う

ニーズの増大・多様化に対応する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 博物館 

⚫社会教育施設として、幅広い世代の学習要求に応えられるよう事業を充実させるとともに積極的な

情報発信等を進め市民の利用機会の向上を図ります。 

⚫児童生徒が川越の地域の歴史や伝統文化への興味・関心を高めることができるよう、効果的な博物

館活用について学校・関係各所と連携し学校教育への支援を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

講座・教室等

の 参 加 者 数

（人/年） 

博物館の講座・教室等に参

加した年間の延べ人数 
5,436 6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③教育普及事業の充実と学校教育との連携強化 

細施策の指標 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑶ 市立博物館の充実 
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■ 現状と課題 

⚫博物館は老朽化により施設設備の機能が低下しています。蔵造り資料館の各建造物は老朽化によ

り、文化財建造物の保存及び来館者の安全安心の確保に影響が生じていることから、耐震化に着手

し令和５年度から店蔵の耐震化工事を行っています。 

⚫博物館の施設設備の改修を図る必要があります。蔵造り資料館耐震化事業は長期化が見込まれるこ

とから段階的実施について検討を進める必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 博物館 

⚫博物館について老朽化、故障した施設設備の改修を図ります。 

⚫蔵造り資料館全体の耐震化の在り方、手法について検討し、適切で効果的な事業実施を目指しま

す。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度)  令和 12 年度 

博物館施設設

備の整備状況 

博物館・蔵造り資料館・川越

城本丸御殿の施設設備の修

繕・工事実施状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 ④博物館の整備 

細施策の指標 

博物館・蔵造り資料館・川越城本丸御殿

の施設設備の更新・改修を行い、機能の

維持を目指します。 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑶ 市立博物館の充実 

蔵造り資料館 川越城本丸御殿 
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■ 現状と課題 

⚫ 地域社会には、解決すべき様々な人権課題が存在しているため、人権啓発ＤＶＤを視聴するフィル

ム研修会や各種団体における人権教育の実践を発表する実践報告会などを実施しています。 

⚫ 人権を取り巻く状況は多様化・複雑化しており、市民一人ひとりが、身の回りにある様々な人権課

題について正しく理解し、適切に対処することができる力を磨いていく必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 地域教育支援課 

⚫家庭・地域・学校と連携した研修会を実施し、身の回りにある様々な人権課題に対する正しい理解

と、適切に対処する力の養成を図ります。 

⚫児童生徒が、身の回りの様々な人権課題に気付き関心をもてるような機会の確保に努めます。 

⚫人権啓発資料の作成・発信・活用を通して、身の回りにある人権課題について、広く市民に考えて

もらえるような機会の創出を図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

研修会・報告

会に対する満

足度（％） 

フィルム研修会及び実践報

告会参加者へのアンケート

で、「良かった」「どちらか

というと良かった」と回答

した割合 

－ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 人権教育の推進 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①人権教育の充実 

施策８ 生涯学習活動の推進 
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■ 現状と課題 

⚫人権教育推進事業の一環として、教職員及び公民館職員等を対象とした人権教育合同研修会を実施

し、市内各公民館においては人権教育講座を実施しています。 

⚫人権を取り巻く状況は、ますます多様化・複雑化しており、人権教育指導者を養成することは大変

重要な課題となっています。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 地域教育支援課 

⚫様々な人権課題の解決に向けて、多様な他者との関わり合いを通じて人権意識を高めていけるよう

な取組を推進します。 

⚫様々な人権課題を幅広く取り上げた研修会や各種講座を、計画的に実施します。 

⚫人権教育の計画的な推進に向けて、人権教育推進事業における委嘱校及び委嘱公民館と密に連携を

図ります。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

人 権 課 題 に

対 す る 理 解

度（％） 

人権教育に係る各種講座参加

者へのアンケートで、「理解

できた」「どちらかというと

理解できた」と回答した割合 

－ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②人権教育指導者の養成 

細施策の指標 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑷ 人権教育の推進 
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■ 現状と課題 

⚫よりよい人権教育の推進に向けて、近隣自治体をはじめとする関係機関や関係団体等と連携を図っ

ています。 

⚫明るい地域社会づくりを目的として、地域住民からなる運営委員会を組織した集会所事業を展開し

ています。しかし、社会の変化に伴う集会所事業※の担い手不足や各種講座の参加者が減少傾向に

あることから、集会所事業の在り方や事業内容について検討する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 地域教育支援課 

⚫人権教育の推進に向けて、今後も関係機関や関係団体等と連携を図ります。 

⚫各種講座の実施内容や実施時期について、自治会や育成会等と意見交換をする機会を定期的に設け

ます。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

集 会 所 事 業

の実施状況 

 

集会所事業における各種講座

（協力委員会、フレンドスク

ール、成人・高齢者講座、集

会所ふれあいまつり、習字教

室、カラオケ教室、救急救命

講習（３年ごと））の実施状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③関係機関・団体等との連携 

細施策の指標 

※集会所事業：「川越市小堤集会所条例」に基づき設置している川越市小堤集会所において教育委員会が
実施している事業のこと。 

 

人権教育の推進に向けて関係機関や

関係団体等と連携し、各種講座を実施

します。 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策の柱⑷ 人権教育の推進 
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施策 文化財の保存と活用  

 

 

 

 

 

 

 

■ 現状と課題 

⚫ 時の鐘や蔵造りに代表される建造物、川越氷川祭の山車行事などの民俗文化財、河越館跡や山王塚

古墳のような史跡※など、多岐にわたる多くの指定文化財を保有しています。中でも旧城下町やそ

の周辺に分布する文化財は広く周知されています。 

⚫ 周知が不十分な文化財については、分かりやすい情報発信が必要です。また、文化財の保存修理や

維持が、所有者や管理者の経済的負担となっていることや、人口減少、技術者の高齢化等により難

しくなっているため、後世への継承を図るための支援が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 文化財保護課 

⚫貴重な歴史的財産である文化財を次世代に継承していくために、地域総がかりで取り組む仕組づく

りを進めます。また、文化財調査等の実施を通して隠れた貴重な文化財を見いだし指定します。 

⚫文化財の価値や魅力を知る機会を提供するため、文化財の公開・活用に向けた体制を整えるととも

に、デジタル技術を積極的に活用した情報発信を推進します。 

⚫所有者が適切な保存・活用、継承を図れるよう支援するとともに、市所有の指定等文化財は、現況

調査の上、効果的な保存と効率的な活用策の検討を進めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

文化財情報発

信件数（件） 

市公式ホームページやＳＮ

Ｓ等を活用し、指定文化財

等 の 情 報 発 信 を 推 進 し ま

す。 

21 30 

 

 

 

 

 

 

９ 文化財の保存と活用 

施 策 

⑴ 文化財の保存と活用 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①文化財の保存と活用の推進 

※史跡：貝塚・古墳・都城跡・旧宅等の遺跡で、歴史・学術上価値が高く、重要なもの。国や自治体に
よって指定される。 
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川越氷川祭の山車行事 時の鐘 
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■ 現状と課題 

⚫指定文化財については、後継者養成のための活動や使用する道具類の修理などの費用に対し補助金

を交付し、道具の修理については技術的な指導・助言を行っています。また、文化財の記録保存の

ため、年１件のペースで行事全体の映像撮影を行っています。 

⚫文化財の保持団体（保存会等）では、参加者の減少や少子高齢化等の影響のため、地域の伝統行事

や民俗芸能の継承への援助や、道具・衣装の保存修理などの費用に対する支援が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 文化財保護課 

⚫民俗芸能の後継者養成、祭礼行事の保存等、適切に補助金を保持団体へ交付していきます。 

⚫特に、継承が難しくなっている民俗芸能、祭礼行事について、各団体が抱える課題を把握するとと

もに、対応策の検討を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

後継者養成事

業実施団体数

（件） 

民俗芸能、祭礼行事の後継

者養成・保存事業について、

市費補助金を交付した保持

団体の件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②無形民俗文化財の保存と後継者の育成 

細施策の指標 

【保持団体への市費補助金の交付】 

19 団体程度実施 

施策９ 文化財の保存と活用 

施策の柱⑴ 文化財の保存と活用 
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■ 現状と課題 

⚫保存地区の維持保全のため、所有者の修理要望を把握し、適切な時期に修理を実施しています。ま

た、地域関係者と連携して歴史的風致※を継承し、支える仕組みを構築しています。 

⚫保存地区の維持保全のため、継続して適切な時期に修理を実施するとともに、官民連携による保存

技術の継承や担い手の確保等を推進する必要があります。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 都市景観課 

⚫伝統的建造物の現状把握に努め、修理等を計画的に推進します。 

⚫保存地区の防災対策として、火災予防啓発を図るとともに、地区内の防災設備等の位置や使用方法

を周知し、地元主催の防災訓練を支援することで防災意識の向上を図ります。 

⚫伝統的建造物の保存技術の継承や担い手の確保に向けて、伝統工法による修理を支援するととも

に、文化財の価値や魅力を広く周知します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

伝統的建造物

の復原等修理

費への助成件

数(件) 

蔵造りの町並みを市民や

来街者が歩いて体感でき

るよう実施した伝統的建

造物の復原等修理費助成

の累計件数 

310 360 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③重要伝統的建造物群保存地区の保存整備事業の充実 

細施策の指標 

川越市川越伝統的建造物群保存地区の

町並み 

防災訓練の様子 

※歴史的風致：地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴
史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地が一体となって形成してきた良好な市街地の環境のこ
と。 

 

施策９ 文化財の保存と活用 

施策の柱⑴ 文化財の保存と活用 
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■ 現状と課題 

⚫史跡の計画的な保存と活用を図るため、令和６年度末に「史跡河越館跡保存活用計画※」を策定し、

史跡内に残る市道の廃止及び代替道路の新設を含めた外周整備工事を行いました。現在は今後の

整備の方針を検討する第２期整備基本計画策定作業を進めています。 

⚫史跡の周知のため、河越流鏑馬の実施や史跡見学会等の普及・活用事業を定期的に実施するととも

に、地域住民等へ史跡の魅力を伝える機会が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 文化財保護課 

⚫郷土学習の場、市民の憩いの場としての史跡公園を目指すため、第２期整備基本計画策定を進め、

地域住民や民間団体等と連携、協働した史跡の活用を検討します。 

⚫地域住民等の史跡への理解を深め、史跡としての魅力を発信するために、河越館跡をテーマにした

講座や見学会等を開催します。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

河越館跡史跡

公園整備事業

進捗率(％) 

史跡公園整備完了を 100 と

し た 場 合 の 整 備 の 進 捗 率

（第２期整備の基本計画、

基本設計、実施設計、史跡公

園整備工事等） 

48.7 55.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④河越館跡の整備・活用 

細施策の指標 

※史跡河越館跡保存活用計画：国指定史跡の河越館跡について、所有者・管理団体等が作成する保存・
活用の考え方や具体的な取組の内容を定めた基本的な計画。  

 

施策９ 文化財の保存と活用 

施策の柱⑴ 文化財の保存と活用 

河越館跡史跡公園 河越館跡史跡公園上空写真 
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■ 現状と課題 

⚫令和５年３月の国史跡指定後は川越市が保存管理団体となり、史跡を良好に維持するため

の下草や樹木の伐採等、定期的に管理を行っており、河越館跡と隔年で周知のための説明

会等を実施しています。また、史跡を保存しながら活用していくための保存活用計画※の

策定作業を行っています。 

⚫現状では大半が民有地であり、土地の公有化が必要であるとともに、史跡指定範囲の拡大

も含めた検討が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 文化財保護課 

⚫国内で最大規模の上円下方墳である山王塚古墳について、未来に伝えるべき貴重な文化財

として、史跡整備の実施に向けて早期に史跡の保存活用計画を策定します。 

⚫見学者の利用に支障がないように山王塚古墳の環境を適切に保ちつつ、史跡としての魅力

を発信するための各種見学会や説明会を定期的に開催します。 

⚫史跡の公有化と指定範囲の拡大に向けた検討を進めます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

山王塚古墳普

及事業累計参

加者数(人) 

現地説明会、毎年開催の最

新遺跡発表会等、山王塚古

墳の周知イベントの累計参

加者数 

42 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤山王塚古墳の整備・活用 

細施策の指標 

※保存活用計画：個々の国指定文化財などを対象に、所有者・管理団体等が作成する保存・活用の考え
方や具体的な取組の内容を定めた基本的な計画。 

 

施策９ 文化財の保存と活用 

施策の柱⑴ 文化財の保存と活用 

山王塚古墳 
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■ 現状と課題 

⚫ 未指定文化財も含む歴史遺産を身近に感じてもらうため、遺跡発表会やフィールドワーク等の取組を行っ

ています。また、これらの保存・活用を地域総がかりで図るため、「川越市文化財保存活用地域計画※」

（以下、地域計画）を策定し、令和５年12月に文化庁長官から認定されました。 

⚫ 地域計画に基づき、歴史遺産の保存・活用に向け、様々な取組主体と連携して推進することが必要です。

また、市内各地域の未指定文化財を含む歴史遺産を周知するため、公民館や博物館等と協力し、市民

に向けた講座を継続して実施することが必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 文化財保護課 

⚫「川越市文化財保存活用地域計画」に基づき、未指定文化財を中心とする歴史遺産を学ぶ講座を実

施します。 

⚫市と民間団体が連携しながら文化財の保存・活用に取り組むため、地域の多様な取組主体を文化財

保存活用支援団体※に指定します。 

⚫遺跡発表会や史跡の見学会を通じて発掘調査の成果等を公開します。また、指定文化財等について

も公民館や博物館等と協力し、市民向け講座を継続して実施していきます。 

 

 

指標 説明 現状値(令和６年度) 目標値(令和 12 年度) 

職員を講師と

して派遣した

件数（件） 

公民館や博物館等が主催・

共催する講座へ、文化財保

護課職員の講師派遣件数 

20 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 地域の歴史や伝統文化の継承 

施策の柱 

細施策の指標 

 

細施策 

①地域の歴史遺産の「発見」 

※文化財保存活用地域計画：市町村における文化財の保存・活用に関する基本的なアクションプランで、
市町村が目指す目標や中長期的に取り組む具体的な内容を記した計画。  

※文化財保存活用支援団体：文化財の保存・活用に取り組む、社団法人、財団法人、ＮＰＯ法人、民間
企業、任意団体等で、文化財保護法に基づき市が指定した団体。  

 

 

施策９ 文化財の保存と活用 
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■ 現状と課題 

⚫学校からの要請で、地域の歴史や伝統文化に関する学習のため、学校への市職員の講師派遣や博物

館での学習機会の提供を行っています。 

⚫地域の歴史・伝統文化について、多くの市民等の理解を深め興味、関心を高めていくため、地域と

の協力体制の構築が必要です。 

 

■ 細施策の方向性 担当課 文化財保護課・博物館 

⚫地域が行う講座等の活動に対し、講師の派遣や文化財調査等で得られた成果を提供するなどの支援

を進めます。 

⚫児童生徒が地域の歴史・伝統文化への興味・関心を高め、誇りや愛着をもって大切に継承する心を

育むため、学校への出前授業や見学会及び博物館による積極的な学習の機会の提供を図ります。 

 

 

活動指標 説明 現状値(令和６年度) 令和 12 年度 

郷土学習を受

けた学校数 

文化財保護課・博物館職員

による出前授業と博物館

内授業を受けた延べ学校

数 

１１５校 

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②地域の歴史・伝統文化の継承に向けた学びの促進 

細施策の指標 

文化財保護課・博物館職員による出前授

業と博物館内授業を年間 120 校以上実

施します。 

施策９ 文化財の保存と活用 

施策の柱⑵ 地域の歴史や伝統文化の継承 
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資料編 
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Ⅰ 策定経過 

 

日程 内容 

令和 7 年 5 月  第１回庁内策定会議 

 6 月  教育委員会定例会（協議） 

 
7 月 

 第１回審議会（諮問） 

教育委員会定例会（報告） 

 

8 月 

 教育委員会臨時会（報告） 

第２回審議会 

第 2 回庁内策定会議 

 9 月  第３回庁内策定会議 

 

10 月 

 第３回審議会 

第 4 回庁内策定会議 

第４回審議会 

 

11 月 

 教育委員会定例会(報告) 

庁議(付議) 

意見公募の実施（11 月 27 日～12 月 26 日） 

令和 8 年 1 月 
 第 5 回庁内策定会議 

第 5 回審議会(答申) 

 2 月 
 教育委員会定例会(付議) 

市長決裁(報告)、計画策定 
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Ⅱ 川越市教育振興基本計画策定会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、川越市教育振興基本計画を  

策定するため、川越市教育振興基本計画策定会議（以下、「策定会議」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第２条 策定会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 教育振興基本計画策定の手法等の検討に関すること 

⑵ 市民参加の手法等の検討に関すること 

⑶  原案の作成等 

（組織） 

第３条 策定会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、教育総務部長をもって充てる。 

３ 副委員長は、学校教育部長、総合政策部長をもって充て、委員は、別表に掲げる職にある者を

もって充てる。 

（職務） 

第４条 委員長は、会務を掌理し、会議を招集し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

（関係職員の出席） 

第５条 委員長が必要であると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことが

できる。 

（庶務） 

第６条 策定会議の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

（平成２２年６月１６日 市長決裁） 

   附 則 

 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

 （平成２６年１１月２５日 市長決裁） 

   附 則 

 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

 （平成２８年３月２４日 教育長決裁） 

   附 則 

 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

 （令和２年３月２４日 市長決裁） 



 

128 

 

 

 

別 表（第３条関係） 

教育総務課長 教育財務課長 地域教育支援課長 文化財保護課長 

中央公民館長 中央図書館長 博物館長 

学校管理課長 教育指導課長 学校給食課長 教育センター所長 

市立川越高等学校事務長 政策企画課長 都市景観課長  
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Ⅲ 川越市教育振興基本計画審議会条例 

 

(設置) 

第一条 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第二項に規定する教育の振興のための

施策に関する基本的な計画に関する事項について審議するため、川越市教育振興基本計画審議会

(以下「審議会」という。)を置く。 

(組織) 

第二条 審議会は、委員十二人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度、教育委員会が

委嘱する。 

一 学識経験者 

二 市内の公共的団体等の代表者 

三 学校教育機関の代表者 

四 前三号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者 

(任期) 

第三条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。  

(会長及び副会長) 

第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

(会議) 

第五条 審議会は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。  

(庶務) 

第六条 審議会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。 

(委任) 

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

附則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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Ⅳ 川越市教育振興基本計画審議会 

1.委員名簿 

会長 山﨑 真之     副会長 西村 平雪 

区分 氏名 役職等 

学識経験者 栗原 健一 立正大学文学部史学科専任講師 

学識経験者 藤崎 育子 開善塾教育相談研究所所長 

学識経験者 山﨑 真之 東京国際大学人間社会学部准教授 

市内の公共的団体の代表者 岡野 一明 川越市ＰＴＡ連合会 

市内の公共的団体の代表者 堀 満 川越市子ども会育成団体連絡協議会 

市内の公共的団体の代表者 樫村 雅章 川越市立図書館協議会 

市内の公共的団体の代表者 西村 平雪 川越市社会教育委員協議会 

学校教育機関の代表者 嘉手川 満 川越市小学校長会 

学校教育機関の代表者 岡島 一恵 川越市中学校長会 

学校教育機関の代表者 飯田 敦 川越市立川越高等学校 

公募委員 髙田 豊 公募委員（川越市内在住） 

公募委員 福田 和子 公募委員（川越市内在住） 

※敬称略、順不同、役職等は委嘱時点。 

 

2.開催状況 

⑴開催回数 5 回 

⑵議事の内容 

第 1 回 令和７年７月 23 日（水） ○第四次川越市教育振興基本計画について（諮問） 

第 2 回 令和７年８月 18 日（月） ○計画の総論について 

第 3 回 令和７年 10 月６日（月） ○計画の各論（施策１～施策５）について 

第 4 回 令和７年 10 月 27 日（月） ○計画の各論（施策６～施策９）について 

○重点的な取組について 

第 5 回 令和８年１月 19 日（月） ○第四次川越市教育振興基本計画について（答申） 
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Ⅴ 意見公募の結果 

⑴募集期間  令和７年 11 月 27 日（木）～令和７年 12 月 26 日（金） 

⑵意見数   ２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四次川越市教育振興基本計画 

令和８（2026）年３月 

発 行 川越市教育委員会 

編 集 川越市教育委員会教育総務部教育総務課 

〒350-8601 埼玉県川越市元町１丁目３番地１ 

電話 049-224-6074（直通） 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp 

 



 

 

 

ともに学び続ける力で未来を拓く川越市の教育 

～第四次川越市教育振興基本計画～ 


